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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に対応して設けられ、遊技媒体の貸与に使用される遊技用価値の大きさを特定可
能な遊技用価値情報が記録された遊技用記録媒体の該遊技用価値情報から特定される遊技
用価値を使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段を備える遊技用
装置であって、
　１回の前記貸与処理において使用される遊技用価値の大きさである単位遊技用価値の大
きさを、予め設定されている複数の単位遊技用価値の大きさのうちから選択するための選
択操作を遊技者より受付ける単位遊技用価値選択手段と、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記単位遊技用価値選択手段において選択可能とす
る各単位遊技用価値の大きさを受付ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさについて、前記貸与単価に前記消
費税率を乗じた金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各単位遊技用価値の大
きさが相当する金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小
数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該単
位遊技用価値の大きさが相当する金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場
の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを
、該単位遊技用価値の大きさに対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された
各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数を設定する設定手段と、
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　を備え、
　前記貸与処理手段は、前記単位遊技用価値選択手段にて遊技者により選択されている単
位遊技用価値の大きさに対して前記設定手段において設定されている数の貸出遊技媒体を
貸与するための貸与処理を行うことを特徴とする遊技用装置。
【請求項２】
　遊技機に対応して設けられ、
　貨幣を受付けて、該受付けた貨幣の真贋と貨幣種別とを識別する貨幣識別手段と、
　該貨幣識別手段にて貨幣を受付けたときに、該貨幣識別手段にて識別された識別金額を
使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段と、
　を備える遊技用装置であって、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記貸出処理に使用可能とする各識別金額とを受付
ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額について、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた
金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各識別金額を除することで得られる値
の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前
記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該識別金額との差額に基づいて特定される遊技者或
いは遊技場の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数の
いずれかを、該識別金額に対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対
応する前記貸出遊技媒体数を設定する設定手段と、
を備え、
　前記貸与処理手段は、前記貨幣識別手段に受付けた貨幣の識別金額に基づいて、当該識
別金額に対して前記設定手段において設定されている数の貸出遊技媒体を貸与するための
貸与処理を行うことを特徴とする遊技用装置。
【請求項３】
　前記貸与処理において貸与した貸出遊技媒体数を計数するための計数手段と、
　前記貸与処理中における不具合の発生を検出する検出手段と、
　該検出手段により不具合の発生が検出されたときに、前記計数手段により計数した貸与
した貸出遊技媒体数と当該貸与処理において貸与されるべき貸出遊技媒体数とから未貸与
の遊技媒体数を特定し、該特定した未貸与の遊技媒体数を表示する未貸与数表示手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の遊技用装置。
【請求項４】
　前記貸与処理に供される前記単位遊技用価値の大きさまたは前記識別金額を特定可能な
売上情報を、各遊技用装置における売上を管理する管理装置に送信する売上情報送信手段
と、
　前記貸与処理に供される前記単位遊技用価値の大きさまたは前記識別金額を売上として
集計して記憶する売上集計記憶手段と、
　前記売上情報送信手段から送信される売上情報に基づいて前記管理装置にて管理されて
いる当該遊技用装置の売上を、該管理装置から受信することに応じて、該受信した売上と
、前記売上集計記憶手段に記憶されている売上とを比較照合し、当該照合結果を該管理装
置に送信する照合処理手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の遊技用装置。
【請求項５】
　前記算出手段にて算出された各貸出遊技媒体数について、負担額並びに負担者を各単位
遊技用価値の大きさ毎または各識別金額毎に表示する表示手段を備えることを特徴とする
請求項１～４のいずれかに記載の遊技用装置。
【請求項６】
　遊技機に対応して設けられ、遊技媒体の貸与に使用される遊技用価値の大きさを特定可
能な遊技用価値情報が記録された遊技用記録媒体の該遊技用価値情報から特定される遊技
用価値を使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段を備える遊技用
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装置と、
　複数の前記遊技用装置に接続され、各遊技用装置における前記貸与処理に供された遊技
用価値の大きさを管理する管理装置と、
　から成る遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、
１回の前記貸与処理において使用される遊技用価値の大きさである単位遊技用価値の大き
さを、予め設定されている複数の単位遊技用価値の大きさのうちから選択するための選択
操作を遊技者より受付ける単位遊技用価値選択手段と、
該単位遊技用価値選択手段により選択ができる複数の単位遊技用価値の大きさと、該単位
遊技用価値の大きさの各々に対して、前記貸与処理において貸与される貸出遊技媒体数を
設定する設定手段と、
　を備え、
　前記貸与処理手段は、前記単位遊技用価値選択手段にて遊技者により選択されている単
位遊技用価値の大きさに対して前記設定手段において設定されている数の貸出遊技媒体を
貸与するための貸与処理を行い、
　前記遊技用装置は、該貸与処理に供される単位遊技用価値の大きさを特定可能な売上情
報を前記管理装置に送信する売上情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記単位遊技用価値選択手段において選択可能とす
る各単位遊技用価値の大きさを受付ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさについて、前記貸与単価に前記消
費税率を乗じた金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各単位遊技用価値の大
きさが相当する金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小
数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該単
位遊技用価値の大きさが相当する金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場
の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを
、該単位遊技用価値の大きさに対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた遊技媒体の貸与単価および消費税率を特定可能な情報を記憶
する単価情報記憶手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された
各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数を記憶する遊技媒体数記憶手段
と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された
各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数とを前記遊技用装置に配信する
設定内容配信手段と、
を備え、
前記売上情報送信手段から送信される売上情報から特定される単位遊技用価値の大きさに
対して前記遊技媒体数記憶手段に記憶されている貸出遊技媒体数と、前記単価情報記憶手
段に記憶されている遊技媒体の単価および消費税率を特定可能な情報とに基づいて、消費
税を含まない売上額と、消費税額とを別々に集計し、
　前記設定手段は、前記設定内容配信手段から配信されてくる各単位遊技用価値の大きさ
と、各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数を設定する、
　ことを特徴とする遊技用システム。
【請求項７】
　遊技機に対応して設けられ、
貨幣を受付けて、該受付けた貨幣の真贋と貨幣種別とを識別する貨幣識別手段と、
該貨幣識別手段にて貨幣を受付けたときに、該貨幣識別手段にて識別された識別金額を使
用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段と、
を備える遊技用装置と、
　複数の前記遊技用装置に接続され、各遊技用装置における前記貸与処理に供された識別
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金額を管理する管理装置と、
　から成る遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、前記貨幣識別手段にて識別される複数の識別金額と、該識別金額の
各々に対して、前記貸与処理において貸与される貸出遊技媒体数を設定する設定手段を備
え、
　前記貸与処理手段は、前記貨幣識別手段に受付けた貨幣の識別金額に基づいて、当該識
別金額に対して前記設定手段において設定されている数の遊技媒体を貸与するための貸与
処理を行い、
　前記遊技用装置は、該貸与処理に供される識別金額を特定可能な売上情報を前記管理装
置に送信する売上情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記貸出処理に使用可能とする各識別金額とを受付
ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額について、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた
金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各識別金額を除することで得られる値
の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前
記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該識別金額との差額に基づいて特定される遊技者或
いは遊技場の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数の
いずれかを、該識別金額に対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた遊技媒体の貸与単価および消費税率を特定可能な情報を記憶
する単価情報記憶手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対
応する前記貸出遊技媒体数を記憶する遊技媒体数記憶手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対
応する前記貸出遊技媒体数とを前記遊技用装置に配信する設定内容配信手段と、
を備え、
前記売上情報送信手段から送信される売上情報から特定される識別金額に対して前記遊技
媒体数記憶手段に記憶されている貸出遊技媒体数と、前記単価情報記憶手段に記憶されて
いる遊技媒体の単価および消費税率を特定可能な情報とに基づいて、消費税を含まない売
上額と、消費税額とを別々に集計し、
　前記設定手段は、前記設定内容配信手段から配信されてくる各識別金額と、各識別金額
に対応する前記貸出遊技媒体数を設定する、
　ことを特徴とする遊技用システム。
【請求項８】
　前記管理装置は、前記売上情報送信手段から送信される売上情報から特定される単位遊
技用価値の大きさまたは識別金額に対して前記遊技媒体数記憶手段に記憶されている貸出
遊技媒体数および／または前記単価情報記憶手段に記憶されている遊技媒体の単価および
消費税率を特定可能な情報とに基づいて、前記繰上げ玉数に前記税込み貸与単価を乗じた
金額との差額による遊技場の負担額と、前記切捨て玉数に前記税込み貸与単価を乗じた金
額との差額による遊技者の負担額とを個別に集計することを特徴とする請求項６または７
に記載の遊技用システム。
【請求項９】
　前記遊技用装置は、
　前記貸与処理において貸与した貸出遊技媒体数を計数するための計数手段と、
　貸与処理中における不具合の発生を検出する検出手段と、
　該検出手段により不具合の発生が検出されたときに前記計数手段により計数した貸与し
た貸出遊技媒体数と当該貸与処理において貸与されるべき貸出遊技媒体数とから未貸与の
遊技媒体数を特定し、該特定した未貸与の遊技媒体数を特定可能な未貸与数情報を前記管
理装置に送信する未貸与数情報送信手段と、
　他の遊技用装置と交換されたことに基づいて交換された旨を含む交換情報を前記管理装
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置に送信する交換情報送信手段と、
　を備え、
　前記管理装置は、前記交換情報の受信に基づいて、交換前の遊技用装置の前記未貸与数
情報送信手段から送信された未貸与数情報から特定される未貸与の遊技媒体数を特定可能
な情報を含み、該未貸与の遊技媒体の貸与を指示する貸与指示を、該交換情報を送信して
きた交換後の遊技用装置に対して送信し、
　交換後の遊技用装置の前記貸与処理手段は、該受信した貸与指示の受信に応じて該貸与
指示に含まれる情報から特定される数の未貸与の遊技媒体を貸与するための未貸与分貸与
処理を実施することを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載の遊技用システム。
【請求項１０】
　前記算出手段にて算出された各貸出遊技媒体数について、負担額並びに負担者を各単位
遊技用価値の大きさ毎または各識別金額毎に表示する表示手段を備えることを特徴とする
請求項６～９のいずれかに記載の遊技用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技場に設置された遊技機に対応して設けられ、該遊技機において遊技を実
施するための遊技用媒体を貸与するための遊技用装置、および該遊技用装置並びに該遊技
用装置を管理する管理装置とから成る遊技用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技場においては、消費税を徴収するために大規模なシステム変更等を必要とす
ることや、徴収するための労力が多大となることにより、消費税等を消費者である遊技者
に代わって、遊技場側が負担する形式が取られてきている。
【０００３】
　しかしながら、これら消費税の負担が、消費税率の上昇に伴い、遊技場の大きな負担と
なってきていることから、近年にあっては、これら消費税に対応するために、遊技機にお
いて遊技を実施するための遊技用媒体となるパチンコ玉の貸出玉数を、貸出単位となる１
００円に対して設定できるものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２９２１００号公報（第４頁、第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の装置にあっては、貸出数設定スイッチにてセットされた貸
球の１００単位の払出個数に基づいて、対応する遊技機の貸球払出カウンタへ該１００単
位の払出個数が繰返しセットされて遊技機にてパチンコ玉の貸出が実施されるので、例え
ば１００円に対して２４球を払出個数として設定した場合には、５００円の貸出を実施す
ると、貸球払出カウンタへ１００円に相当する２４球の貸出個数が５回セットされること
で、２４球×５＝１２０球が払い出され、このように、１００円に対して２４球を払い出
す場合には、１球の貸出単価が４円で、消費税率が５％である場合には、消費税は１球あ
たり２０銭となり、消費税を含む消費金額は、２４球×４．2円で１００．８円となり、
０．８円を遊技場が負担することとなり、５００円の払出では、０．８円の５倍の４円も
の負担を遊技場側がしなくてはならず、遊技場側の負担が大きなものとなってしまい、逆
に、１００円に対して２３球を払い出す場合には、消費税を含む消費金額は、２３球×４
．2円で９６．６円となり、３．４円を遊技者が負担することとなり、５００円の払出で
は、３．４円の５倍の１７円もの負担を遊技者側がしなくてはならず、遊技者の負担が大
きなものとなってしまうという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、これら消費税の徴収を実施す
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る場合の遊技媒体の貸出において、遊技場の負担或いは遊技者の負担を低減することので
きる遊技用装置および遊技用システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技用装置は、
　遊技機に対応して設けられ、遊技媒体の貸与に使用される遊技用価値の大きさを特定可
能な遊技用価値情報が記録された遊技用記録媒体の該遊技用価値情報から特定される遊技
用価値を使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段を備える遊技用
装置であって、
　１回の前記貸与処理において使用される遊技用価値の大きさである単位遊技用価値の大
きさを、予め設定されている複数の単位遊技用価値の大きさのうちから選択するための選
択操作を遊技者より受付ける単位遊技用価値選択手段と、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記単位遊技用価値選択手段において選択可能とす
る各単位遊技用価値の大きさを受付ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさについて、前記貸与単価に前記消
費税率を乗じた金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各単位遊技用価値の大
きさが相当する金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小
数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該単
位遊技用価値の大きさが相当する金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場
の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを
、該単位遊技用価値の大きさに対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された
各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数を設定する設定手段と、
　を備え、
　前記貸与処理手段は、前記単位遊技用価値選択手段にて遊技者により選択されている単
位遊技用価値の大きさに対して前記設定手段において設定されている数の貸出遊技媒体を
貸与するための貸与処理を行うことを特徴としている。
　この特徴によれば、消費税の徴収を実施する場合の遊技媒体の貸出において、複数の単
位遊技用価値と、各単位遊技用価値の大きさの各々に対して貸与する遊技媒体数であって
、遊技者或いは遊技場の負担額が少なくなる貸出遊技媒体数を設定できるので、遊技場の
負担或いは遊技者の負担を低減することができる。
【０００８】
　本発明の請求項２に記載の遊技用装置は、
　遊技機に対応して設けられ、
　貨幣を受付けて、該受付けた貨幣の真贋と貨幣種別とを識別する貨幣識別手段と、
　該貨幣識別手段にて貨幣を受付けたときに、該貨幣識別手段にて識別された識別金額を
使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段と、
　を備える遊技用装置であって、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記貸出処理に使用可能とする各識別金額とを受付
ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額について、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた
金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各識別金額を除することで得られる値
の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前
記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該識別金額との差額に基づいて特定される遊技者或
いは遊技場の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数の
いずれかを、該識別金額に対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対
応する前記貸出遊技媒体数を設定する設定手段と、
を備え、
　前記貸与処理手段は、前記貨幣識別手段に受付けた貨幣の識別金額に基づいて、当該識
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別金額に対して前記設定手段において設定されている数の貸出遊技媒体を貸与するための
貸与処理を行うことを特徴としている。
　この特徴によれば、消費税の徴収を実施する場合の遊技媒体の貸出において、複数の識
別金額と、各識別金額の各々に対して貸与する遊技媒体数であって、遊技者或いは遊技場
の負担額が少なくなる貸出遊技媒体数を設定できるので、遊技場の負担或いは遊技者の負
担を低減することができる。
【００１１】
　本発明の請求項３に記載の遊技用装置は、請求項１または２に記載の遊技用装置であっ
て、
　前記貸与処理において貸与した貸出遊技媒体数を計数するための計数手段と、
　前記貸与処理中における不具合の発生を検出する検出手段と、
　該検出手段により不具合の発生が検出されたときに、前記計数手段により計数した貸与
した貸出遊技媒体数と当該貸与処理において貸与されるべき貸出遊技媒体数とから未貸与
の遊技媒体数を特定し、該特定した未貸与の遊技媒体数を表示する未貸与数表示手段と、
　を備えることを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技媒体の貸与中に不具合が発生しても、未貸与の遊技媒体数を正
確に特定できるようになるので、設定された数の遊技媒体の貸与を遊技者に保証すること
ができる。
【００１２】
　本発明の請求項４に記載の遊技用装置は、請求項１～３のいずれかに記載の遊技用装置
であって、
　前記貸与処理に供される前記単位遊技用価値の大きさまたは前記識別金額を特定可能な
売上情報を、各遊技用装置における売上を管理する管理装置に送信する売上情報送信手段
と、
　前記貸与処理に供される前記単位遊技用価値の大きさまたは前記識別金額を売上として
集計して記憶する売上集計記憶手段と、
　前記売上情報送信手段から送信される売上情報に基づいて前記管理装置にて管理されて
いる当該遊技用装置の売上を、該管理装置から受信することに応じて、該受信した売上と
、前記売上集計記憶手段に記憶されている売上とを比較照合し、当該照合結果を該管理装
置に送信する照合処理手段と、
　を備えることを特徴としている。
　この特徴によれば、管理装置にて管理されている売上と、遊技用装置にて集計して記憶
されている売上とが照合されることで、売上の信頼性を確保でき、しかも、遊技用価値の
使用毎や貨幣の受付け毎にこれらの照合が実施されないので、遊技媒体の貸出に要する時
間も短縮できる。
　本発明の請求項５に記載の遊技用装置は、請求項１～４のいずれかに記載の遊技用装置
であって、
　前記算出手段にて算出された各貸出遊技媒体数について、負担額並びに負担者を各単位
遊技用価値の大きさ毎または各識別金額毎に表示する表示手段を備えることを特徴として
いる。
　この特徴によれば、各貸出遊技媒体数についての負担額並びに負担者が判る。
【００１３】
　本発明の請求項６に記載の遊技用システムは、
　遊技機に対応して設けられ、遊技媒体の貸与に使用される遊技用価値の大きさを特定可
能な遊技用価値情報が記録された遊技用記録媒体の該遊技用価値情報から特定される遊技
用価値を使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段を備える遊技用
装置と、
　複数の前記遊技用装置に接続され、各遊技用装置における前記貸与処理に供された遊技
用価値の大きさを管理する管理装置と、
　から成る遊技用システムであって、
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　前記遊技用装置は、
１回の前記貸与処理において使用される遊技用価値の大きさである単位遊技用価値の大き
さを、予め設定されている複数の単位遊技用価値の大きさのうちから選択するための選択
操作を遊技者より受付ける単位遊技用価値選択手段と、
該単位遊技用価値選択手段により選択ができる複数の単位遊技用価値の大きさと、該単位
遊技用価値の大きさの各々に対して、前記貸与処理において貸与される貸出遊技媒体数を
設定する設定手段と、
　を備え、
　前記貸与処理手段は、前記単位遊技用価値選択手段にて遊技者により選択されている単
位遊技用価値の大きさに対して前記設定手段において設定されている数の貸出遊技媒体を
貸与するための貸与処理を行い、
　前記遊技用装置は、該貸与処理に供される単位遊技用価値の大きさを特定可能な売上情
報を前記管理装置に送信する売上情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記単位遊技用価値選択手段において選択可能とす
る各単位遊技用価値の大きさを受付ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさについて、前記貸与単価に前記消
費税率を乗じた金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各単位遊技用価値の大
きさが相当する金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小
数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該単
位遊技用価値の大きさが相当する金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場
の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを
、該単位遊技用価値の大きさに対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた遊技媒体の貸与単価および消費税率を特定可能な情報を記憶
する単価情報記憶手段と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された
各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数を記憶する遊技媒体数記憶手段
と、
前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された
各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数とを前記遊技用装置に配信する
設定内容配信手段と、
を備え、
前記売上情報送信手段から送信される売上情報から特定される単位遊技用価値の大きさに
対して前記遊技媒体数記憶手段に記憶されている貸出遊技媒体数と、前記単価情報記憶手
段に記憶されている遊技媒体の単価および消費税率を特定可能な情報とに基づいて、消費
税を含まない売上額と、消費税額とを別々に集計し、
　前記設定手段は、前記設定内容配信手段から配信されてくる各単位遊技用価値の大きさ
と、各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数を設定する、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、消費税の徴収を実施する場合の遊技媒体の貸出において、複数の単
位遊技用価値と、各単位遊技用価値の大きさの各々に対して貸与する遊技媒体数であって
、遊技者或いは遊技場の負担額が少なくなる貸出遊技媒体数を設定できるので、遊技場の
負担或いは遊技者の負担を低減することができるとともに、遊技場が管理装置において正
確な売上や消費税額を把握でき、正確な消費税の申告が可能となる。また、各遊技用装置
毎に設定内容を設定する場合に比較して、遊技媒体数を設定するための労力を大幅に低減
できる。
【００１４】
　本発明の請求項７に記載の遊技用システムは、
　遊技機に対応して設けられ、
貨幣を受付けて、該受付けた貨幣の真贋と貨幣種別とを識別する貨幣識別手段と、
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該貨幣識別手段にて貨幣を受付けたときに、該貨幣識別手段にて識別された識別金額を使
用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う貸与処理手段と、
を備える遊技用装置と、
　複数の前記遊技用装置に接続され、各遊技用装置における前記貸与処理に供された識別
金額を管理する管理装置と、
　から成る遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、前記貨幣識別手段にて識別される複数の識別金額と、該識別金額の
各々に対して、前記貸与処理において貸与される貸出遊技媒体数を設定する設定手段を備
え、
　前記貸与処理手段は、前記貨幣識別手段に受付けた貨幣の識別金額に基づいて、当該識
別金額に対して前記設定手段において設定されている数の遊技媒体を貸与するための貸与
処理を行い、
　前記遊技用装置は、該貸与処理に供される識別金額を特定可能な売上情報を前記管理装
置に送信する売上情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、
前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記貸出処理に使用可能とする各識別金額とを受付
ける設定内容受付け手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額について、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた
金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各識別金額を除することで得られる値
の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前
記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該識別金額との差額に基づいて特定される遊技者或
いは遊技場の負担額が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数の
いずれかを、該識別金額に対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた遊技媒体の貸与単価および消費税率を特定可能な情報を記憶
する単価情報記憶手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対
応する前記貸出遊技媒体数を記憶する遊技媒体数記憶手段と、
前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対
応する前記貸出遊技媒体数とを前記遊技用装置に配信する設定内容配信手段と、
を備え、
前記売上情報送信手段から送信される売上情報から特定される識別金額に対して前記遊技
媒体数記憶手段に記憶されている貸出遊技媒体数と、前記単価情報記憶手段に記憶されて
いる遊技媒体の単価および消費税率を特定可能な情報とに基づいて、消費税を含まない売
上額と、消費税額とを別々に集計し、
　前記設定手段は、前記設定内容配信手段から配信されてくる各識別金額と、各識別金額
に対応する前記貸出遊技媒体数を設定する、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、消費税の徴収を実施する場合の遊技媒体の貸出において、複数の識
別金額と、各識別金額の各々に対して貸与する遊技媒体数であって、遊技者或いは遊技場
の負担額が少なくなる貸出遊技媒体数を設定できるとともに、遊技場が管理装置において
正確な売上や消費税額を把握でき、正確な消費税の申告が可能となる。また、各遊技用装
置毎に設定内容を設定する場合に比較して、遊技媒体数を設定するための労力を大幅に低
減できる。
【００１９】
　本発明の請求項８に記載の遊技用システムは、請求項６または７のいずれかに記載の遊
技用システムであって、
　前記管理装置は、前記売上情報送信手段から送信される売上情報から特定される単位遊
技用価値の大きさまたは識別金額に対して前記遊技媒体数記憶手段に記憶されている貸出
遊技媒体数および／または前記単価情報記憶手段に記憶されている遊技媒体の単価および
消費税率を特定可能な情報とに基づいて、前記繰上げ玉数に前記税込み貸与単価を乗じた
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金額との差額による遊技場の負担額と、前記切捨て玉数に前記税込み貸与単価を乗じた金
額との差額による遊技者の負担額とを個別に集計することを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技場の負担額と遊技者の負担額とを個別に把握できるので、これ
ら負担額を各単位遊技用価値の大きさまたは各識別金額に対して貸与される遊技媒体数の
変更検討の参考にすることができる。
【００２０】
　本発明の請求項９に記載の遊技用システムは、請求項６～８のいずれかに記載の遊技用
システムであって、
　前記遊技用装置は、
　前記貸与処理において貸与した貸出遊技媒体数を計数するための計数手段と、
　貸与処理中における不具合の発生を検出する検出手段と、
　該検出手段により不具合の発生が検出されたときに前記計数手段により計数した貸与し
た貸出遊技媒体数と当該貸与処理において貸与されるべき貸出遊技媒体数とから未貸与の
遊技媒体数を特定し、該特定した未貸与の遊技媒体数を特定可能な未貸与数情報を前記管
理装置に送信する未貸与数情報送信手段と、
　他の遊技用装置と交換されたことに基づいて交換された旨を含む交換情報を前記管理装
置に送信する交換情報送信手段と、
　を備え、
　前記管理装置は、前記交換情報の受信に基づいて、交換前の遊技用装置の前記未貸与数
情報送信手段から送信された未貸与数情報から特定される未貸与の遊技媒体数を特定可能
な情報を含み、該未貸与の遊技媒体の貸与を指示する貸与指示を、該交換情報を送信して
きた交換後の遊技用装置に対して送信し、
　交換後の遊技用装置の前記貸与処理手段は、該受信した貸与指示の受信に応じて該貸与
指示に含まれる情報から特定される数の未貸与の遊技媒体を貸与するための未貸与分貸与
処理を実施することを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技媒体の貸与中に不具合が発生しても、未貸与の遊技媒体数を正
確に特定できるようになるので、設定された数の遊技媒体の貸与を遊技者に保証すること
ができる。
　本発明の請求項１０に記載の遊技用システムは、請求項６～９のいずれかに記載の遊技
用システムであって、
　前記算出手段にて算出された各貸出遊技媒体数について、負担額並びに負担者を各単位
遊技用価値の大きさ毎または各識別金額毎に表示する表示手段を備えることを特徴として
いる。
　この特徴によれば、各貸出遊技媒体数についての負担額並びに負担者が判る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の実施例を以下に説明する。尚、以下の実施例においては、遊技機として遊技媒
体であるパチンコ玉を使用するパチンコ機を用いた例を示すが、本発明はこれに限定され
るものではなく、その他の遊技機、例えばパチンコ玉を使用しても、該パチンコ玉が指触
不能に封入された封入式パチンコ機や、遊技媒体としてコイン等を使用するスロットマシ
ンやコインの代わりにパチンコ玉を使用してスロット遊技を行うスロットマシン、更には
完全クレジット式のスロットマシン等の遊技機においても適用可能である。
【実施例１】
【００２２】
　本実施例１は請求項１および請求項６に対応しており、本実施例１の遊技用装置並びに
該遊技用装置を含む遊技用システムを図面に基づいて説明すると、図１は、本実施例１の
遊技用システムの構成を示す図であり、本実施例１の遊技用システムは、遊技場において
複数配置された図示しない遊技島に並設される遊技機であるカードリーダ式パチンコ機（
以下パチンコ機と呼称する）２と、該パチンコ機２に対して１対１に対応設置される本発
明の遊技用装置としてのカードユニット３と、遊技場内の所定箇所に設置され、前記カー
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ドユニット３にて使用される遊技用記録媒体であるプリペイドカードの発行を行う発行装
置２２と、プリペイドカードに残存する度数を現金に精算する精算処理を行う精算装置２
３と、前記カードユニット３が不良となった際に、該不良のカードユニット３と交換する
ための予備のカードユニット３を収納されたカードユニットストッカ２０と、カードユニ
ット３にて使用されるプリペイドカードに残存する度数並びに各カードユニット３におけ
る売上となる本日使用度数を各カードユニット３毎に管理するシステムコントローラ１０
０と、から主に構成されている。
【００２３】
　また、本実施例１のシステムコントローラ１００は、通信回線１１を介してカード管理
会社に設置された管理サーバ１４０とデータ通信可能に接続されており、システムコント
ローラ１００の後述するカードマスターテーブルやカードユニット別データテーブルに記
憶、管理されている各種情報を含む営業情報が管理サーバ１４０に送信されることで、管
理サーバ１４０にて各遊技場において使用されるプリペイドカードや各遊技場の売上が管
理される。
【００２４】
　また、本実施例のカードユニット３は、対応するパチンコ機２と直接接続されており、
カードユニット３と対応する該パチンコ機２との間で、パチンコ玉の貸与（貸出）に関す
る各種の信号の送受が可能とされているとともに、対応するパチンコ機２から出力された
払出玉数の信号が入力されるようになっている（図３参照）。
【００２５】
　これら遊技場内に設置されたカードユニット３、システムコントローラ１００、カード
ユニットストッカ２０内の各カードユニット３、発行装置２２、精算装置２３とは、通信
ケーブル８を介して双方向のデータ通信可能に接続され、これら各接続装置にはそれぞれ
ローカルＩＰアドレスが付与されてローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）が形成されて
いて、該ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に接続されている各装置には、当該装置
を個々に識別可能な装置ＩＤが付与されており、各装置が装置ＩＤとローカルＩＰアドレ
スとが対応付けられたＩＰアドレステーブルを有することで、装置ＩＤからローカルＩＰ
アドレスを特定して、当該装置ＩＤの装置との送受信を実施できるようになっているとと
もに、これら各接続装置が接続されるＨＵＢ８’（図３参照）の接続口には、各接続口に
固有のＭＡＣ（メディアアクセスコントロール）アドレスが付与されていて、該接続口の
ＭＡＣアドレスをカードユニット３がＨＵＢ８’から取得できるようにされており、これ
らＭＡＣアドレスを各接続口に接続された装置がシステムコントローラ１００に送信する
ことで、該ＭＡＣアドレスによりどの接続口にどの装置が接続されているかをシステムコ
ントローラ１００にて把握できるようになっている。
【００２６】
　次に、本実施例に用いたプリペイドカードについて簡潔に説明すると、このプリペイド
カードには、カードユニット３内に設けられている後述のカードリーダライタ３２７と非
接触にてデータ通信を行うことが可能な非接触式ＩＣカードが適用されており、その内部
メモリには、各プリペイドカードを個別に識別可能な記録媒体識別情報、並びに遊技媒体
であるパチンコ玉の貸与（貸出）に使用される遊技用価値となる度数｛本実施例では金額
を１００で除算した値（１００円＝１度数）｝を特定可能な遊技用価値特定情報としての
カードＩＤが書き換え不可に記憶されているとともに、カードリーダライタ３２７とのデ
ータ通信により、パチンコ玉の貸与（貸出）に使用される遊技用価値となる度数や書き換
え回数等の情報が書き換え可能に記憶されている。このように、本実施例においては、プ
リペイドカードにカードＩＤだけではなく、度数自体も記録されているため、このプリペ
イドカードに記録されている度数も、本発明における遊技用価値特定情報を構成する。
【００２７】
　次いで、本実施例１に用いた遊技用装置であるカードユニット３について簡潔に説明す
ると、このカードユニット３は、前述のように遊技島に並設される遊技機としてのパチン
コ機２に１対１に対応して設置されている。
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【００２８】
　カードユニット３の前面には、図２に示すように、各種表示部や操作ボタン、紙幣挿入
口３０２、硬貨投入口３０３、硬貨返却口３１３、カード挿入口３１９が設けられている
。
【００２９】
　カードユニット３の前面に設けられる表示部のうち、多機能表示部３０１は、内部に設
けられた多機能ＬＥＤ３０１ａの発光態様によりカードユニット３の動作状況等が報知さ
れる。
【００３０】
　また、カードユニット３の前面に設けられた表示部のうち、変更可能表示部３０５は、
後述する貸与処理における単位度数（１回の貸出操作で使用される度数の大きさ）の変更
が可能である場合に、その内部に設けられた変更可能ＬＥＤ３０５ａ（図３参照）が点灯
する。貸出単位表示部３０７は、前述した単位度数が内蔵された貸出単位表示器３０７ａ
（図３参照）により表示される表示部であり、度数・未払出玉数表示部３０９は、プリペ
イドカードから読み出された度数や、未払い出しのパチンコ玉数が内蔵された度数・未払
出玉数表示器３０９ａ（図３参照）により表示される表示部である。方向指示表示部３１
１は、対応するパチンコ機２の連結方向を示す表示部であり、パチンコ機２と接続されて
いる場合に内部に設けられた方向指示ＬＥＤ３１１ａ（図３参照）が点灯する。挿入中表
示部３１２は、プリペイドカードが挿入中である場合に内部に設けられた挿入中ＬＥＤ３
１２ａ（図３参照）が点灯する。
【００３１】
　尚、本実施例１では、度数・未払出玉数表示部３０９に図８に示すように、受付け中の
プリペイドカードに残存する度数（残存度数）が表示されるとともに、対応するパチンコ
機２に設けられている図示しない貸出ボタンの押圧操作による貸出操作がなされた場合に
は、該度数・未払出玉数表示部３０９に、その時点において貸出単位表示部３０７に表示
されている単位度数に対して設定されている貸出玉数が、未払出玉数として表示される。
【００３２】
　また、カードユニット３の前面に設けられたボタンのうち、硬貨返却ボタン３０４は、
硬貨投入口３０３から投入された硬貨が詰まった場合等において、硬貨を硬貨返却口３１
３に返却させる際に押圧するボタンである。貸出単位変更ボタン３０６は、単位度数を変
更する際に押圧するボタンである。
【００３３】
　カード挿入口３１９は、内蔵されるカードリーダライタ３２７（図３参照）のカードス
ロット（図示略）に連設されており、このカード挿入口３１９を介してプリペイドカード
をカードスロットに挿入可能とされている。
【００３４】
　図３は、本実施例１のカードユニット３の構成を示すブロック図である。カードユニッ
ト３は、プリペイドカードの記憶情報の読み取り並びに書き込みを行うカードリーダライ
タ３２７と、カードユニット３全体の動作制御を行う制御ユニット３２８とから主に構成
されている。
【００３５】
　本実施例の制御ユニット３２８には、図３に示すように、制御ユニット３２８が行う後
述の各種処理内容が記述された処理プログラムや装置ＩＤ等の情報が記憶されたＲＯＭ３
２８ｂや、該ＲＯＭ３２８ｂに記憶されている処理プログラムに基づいて各種の処理やカ
ードユニット３の制御を実施するＭＰＵ３２８ａや、該ＭＰＵ３２８ａの各種処理にワー
クメモリとして使用されるとともに、システムコントローラ１００から配信される単位度
数設定データや一日において貸与処理に供された使用度数の集計データとなる使用度数集
計データが記憶されるＲＡＭ３２８ｃが設けられているとともに、ＨＵＢ８’を介してシ
ステムコントローラ１００とのデータ通信を行うための本発明における通信手段となる通
信部３３４が設けられていて、該通信部３３４を介してカードリーダライタ３２７に挿入
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されたプリペイドカードに記憶されたカードＩＤや度数による認証等がシステムコントロ
ーラ１００との間で行われる。
【００３６】
　また、制御ユニット３２８には外部Ｉ／Ｏポート３３５が設けられており、該外部Ｉ／
Ｏポート３３５を介して対応するパチンコ機２と接続されており、該パチンコ機２との間
において、貸与処理において貸与（貸出）するパチンコ玉数に相当する信号（パルス）の
出力や、該パチンコ機２から貸し出されたパチンコ玉数に相当する信号（パルス）の入力
が可能とされている。
【００３７】
　また、制御ユニット３２８には、前述した各種ＬＥＤや表示器、スイッチ等の各種電気
部品や本発明における貨幣識別手段となる紙幣識別ユニット３２２、硬貨識別ユニット３
２４、が接続されている。尚、制御ユニット３２８に接続された貸出単位変更スイッチ３
０６ａは、貸出単位変更ボタン３０６の操作を検知するスイッチである。
【００３８】
　また、制御ユニット３２８には、特に図示しないが、接続された対応するパチンコ機２
に設けられる貸出ボタン（パチンコ玉の貸出を行う際に操作されるボタン）や返却ボタン
（受付け中のプリペイドカードを返却させる際に操作されるボタン）の操作を検知する貸
出スイッチや返却スイッチが接続されている。
【００３９】
　制御ユニット３２８に接続された紙幣識別ユニット３２２は、紙幣挿入口３０２に投入
された紙幣を取り込んでその真贋や紙幣種別の識別を行う。また、硬貨識別ユニット３２
４は、硬貨投入口３０３より投入された硬貨の真贋並びに硬貨種別の識別を行う。
【００４０】
　制御ユニット３２８に接続された各種ＬＥＤや表示器は、制御ユニット３２８により制
御される。また、制御ユニット３２８は、各種スイッチの検出信号や、紙幣識別ユニット
３２２や硬貨識別ユニット３２４による識別信号を受けて各種の制御を行う。
【００４１】
　具体的に本実施例１のカードユニット３の制御ユニット３２８は、貸出単位変更ボタン
３０６が遊技者に操作されたことに基づいて、図７に示すように、ＲＡＭ３２８ｃに記憶
されている単位度数設定データに設定されている各単位度数である貸出単位、具体的に本
実施例１では、後述するように単位度数として１度数、３度数、５度数、１０度数が単位
度数として設定されていることからこれら各単位度数を、貸出単位変更ボタン３０６が操
作される毎に順次、貸出単位表示部３０７に表示して、本発明における単位遊技用価値の
大きさである単位度数の選択操作を遊技者より受付ける単位度数受付け処理を実施し、該
単位度数受付け処理によって本発明における単位遊技用価値選択手段が形成されている。
【００４２】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、システムコントローラ１００から送信され
る、前記単位度数受付け処理において遊技者が選択できる複数の単位度数の各々に対して
、後述する貸与処理において貸与される貸出玉数を含む後述する単位度数設定データの受
信に基づいて、該受信した単位度数設定データをＲＡＭ３２８ｃに更新記憶することで設
定する単位度数設定データ記憶処理を実施し、該単位度数設定データ記憶処理によって本
発明における設定手段が形成されている。
【００４３】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、カード挿入口３１９に挿入されたプリペイ
ドカードの使用の可／不可を判別する受付処理と、この受付処理において使用可と判定さ
れたプリペイドカードより読み出された度数（カードＩＤから特定される度数と同一）を
使用して、対応するパチンコ機２に対してパチンコ玉の貸与（貸出）を実施させる貸与処
理を実施し、該貸与処理によって本発明における貸与処理手段が形成されている。
【００４４】
　そして、この貸与処理においては、前記単位度数受付け処理にて遊技者により選択され
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ている貸出単位である単位度数に対して、前記単位度数設定データにて設定されている数
のパチンコ玉を貸与する。
【００４５】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、プリペイドカードが受付中でかつ残存する
度数が所定の度数（本実施例では１０度数）以下の場合であって、紙幣（１０００円紙幣
、２０００円紙幣、５０００円紙幣、１００００円紙幣）または硬貨（１００円硬貨、５
００円硬貨）が挿入または投入されて識別された場合に、この識別された金額に相当する
度数を、カードリーダライタ３２７に受付けているプリペイドカードより読み出されたカ
ードＩＤ並びに度数より特定される度数に加算する入金処理を実施する。
【００４６】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、接続されているパチンコ機２から１球のパ
チンコ玉の払出毎に外部Ｉ／Ｏポート３３５へ出力される信号（パルス）を計数すること
で、実際に遊技者に貸与（貸出）したパチンコ玉数を計数し、該計数した玉数を１玉づつ
、図８に示すように、度数・未払出玉数表示部３０９に表示されている当該貸与処理にお
いて供された貸出単位である単位度数に対して設定されているパチンコ玉数から減算更新
する払出玉数計数処理を実施し、該払出玉数計数処理によって本発明における計数手段が
形成されている。
【００４７】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、前記度数・未払出玉数表示部３０９に表示
されている未払出玉数が存在するときに、図８に示すように、前記外部Ｉ／Ｏポート３３
５に接続されているパチンコ機２からパチンコ玉の払出に伴う信号（パルス）の入力無い
ことにより、所定の時間において未払出玉数が更新されないことに基づいて貸与処理中に
おける不具合の発生を検出する不具合検出処理を実施し、該不具合検出処理によって本発
明における検出手段が形成されている。尚、本実施例では、これら不具合検出処理におけ
る不具合検出時に、前記度数・未払出玉数表示部３０９には自動的に未払出玉数が表示さ
れていることになり、つまり、前記払出玉数計数処理によって本発明における未貸与数表
示手段が形成されている。
【００４８】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、前記不具合検出処理によって不具合が検出
されたときに、当該貸与処理において貸与（貸出）されるべきパチンコ玉数（貸出玉数）
と実際に貸与（貸出）したパチンコ玉数とから特定される未貸与のパチンコ玉数、つまり
は不具合が検出されたときに度数・未払出玉数表示部３０９に表示されているパチンコ玉
数を未払出玉数として特定し、該特定した未払出玉数と装置ＩＤ、当該貸与処理に供され
た単位度数である使用度数、受付け中のプリペイドカードから読み出したカードＩＤとを
含む本発明における未貸与数情報となる貸出不全情報をシステムコントローラ１００に送
信する貸出不全情報送信処理を実施し、該貸出不全情報送信処理によって本発明における
未貸与数情報送信手段が形成されている。
【００４９】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、前記度数・未払出玉数表示部３０９に表示
されている未払出玉数が０、つまりは全てのパチンコ玉の払出が完了したことに基づいて
、該貸与処理に供された単位度数を、前記ＲＡＭ３２８ｃに記憶されている使用度数集計
データに加算更新記憶することで当該カードユニット３におけるその当日の売上を集計記
憶する使用度数集計記憶処理を実施し、該使用度数集計記憶処理によって本発明における
売上集計記憶手段が形成されている。
【００５０】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、貸与処理において全てのパチンコ玉の払出
が完了したことに基づいて、該貸与処理に供された単位度数である使用度数と、受付け中
のプリペイドカードから読み出したカードＩＤと、当該カードユニット３の装置ＩＤとを
含む貸出完了情報を、システムコントローラ１００に対して送信する貸出完了情報送信処
理を実施し、該貸出完了情報送信処理によって本発明における売上情報送信手段が形成さ
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れている（図９参照）。
【００５１】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、所定時間毎にシステムコントローラ１００
から送信されてくる照合要求の受信に応じて、該照合要求に含まれるシステムコントロー
ラ１００にて管理されている当該カードユニット３における売上である後述する本日使用
度数と、前記使用度数集計記憶処理によって使用度数集計データに集計記憶されている当
該カードユニット３における売上となる使用度数とを比較照合し、当該照合結果をシステ
ムコントローラ１００に送信する照合処理を実施し、該照合処理によって本発明における
照合処理手段が形成されている。
【００５２】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、不具合を生じたカードユニット３と交換す
るためにカードユニットストッカ２０から取り出されて設置された際に、貸出単位変更ボ
タン３０６が押圧操作された状態にて起動されることにより、交換により設置されたもの
と判断し、ＬＡＮへの接続口となるＨＵＢ８’の接続口のＭＡＣアドレスをＨＵＢ８’か
ら取得し、該取得したＭＡＣアドレスと装置ＩＤと交換された旨とを含む交換情報をシス
テムコントローラ１００に送信する交換情報送信処理を実施し、該交換情報送信処理によ
って本発明における交換情報送信手段が形成されている（図９参照）。
【００５３】
　また、本実施例１の制御ユニット３２８は、交換情報送信処理における交換情報の送信
に応じてシステムコントローラ１００から返信される払出指示に受信に応じて、該払出指
示に含まれる未払い出し玉数の払出を、対応するパチンコ機２から実施させる未貸与分貸
与処理を、前記貸与処理と同様に実施する（図９参照）。
【００５４】
　次いで、本実施例１に用いたシステムコントローラ１００について説明すると、該シス
テムコントローラ１００は、図４に示すように、コンピュータ内部にてデータの送受を行
うデータバス１１２に、該システムコントローラ１００が実施する各種処理を行う中央演
算処理装置（ＣＰＵ）１１３、ＲＡＭ１０８、時刻情報やカレンダ情報を出力するリアル
タイムクロック１１４、表示装置１０７、キーボードやマウス等の入力装置１１０、プリ
ンタ１０４、磁気ディスクや光磁気ディスクから成り、後述する単位度数テーブル（図６
（ａ）参照）やカードマスターテーブル（図６（ｂ）参照）やカードユニット別データテ
ーブル（図６（ｃ）参照）等を記憶するための記憶装置１０９、各カードユニット３やカ
ードユニットストッカ２０、発行装置２２、精算装置２３とのデータ通信を行うための第
１の通信インターフェィス１０６、カード管理会社に設置されている前記管理サーバ１４
０との通信を実施するための第２の通信インターフェィス１０５が接続された通常のコン
ピュータである。
【００５５】
　また、記憶装置１０９には、該システムコントローラ１００が各種処理を実施するため
の処理プログラムに加えて、後述する貸出玉数設定画面にて受付けた玉単価や消費税率や
単位度数となる貸出単位や貸出玉数等の内容が記憶される図６（ａ）に示す単位度数テー
ブルや、当該遊技場にて発行されたプリペイドカードに残存する残存度数を管理するため
の図６（ｂ）に示すカードマスターテーブルや、各カードユニット３の売上となる本日使
用度数等の各種情報が記憶される図６（ｃ）に示すカードユニット別データテーブルが記
憶されている。
【００５６】
　本実施例１の単位度数テーブルは、図６（ａ）に示すように、図５に示す貸出玉数設定
画面にて受付けた各単位度数に対応付けて、当該単位度数にて遊技者に貸与（貸出）する
パチンコ玉の玉数である貸出玉数と、当該貸出玉数を貸与した場合に生じる過不足金額を
負担する負担者、具体的には遊技場（ホール）または遊技者のいずれかと、その負担額と
が記憶されているとともに、該貸出玉数設定画面にて受付けたパチンコ玉の玉単価（本実
施例では４円）並びに消費税率（本実施例では５％）とが記憶されている。
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【００５７】
　本実施例１のカードマスターテーブルは、図６（ｂ）に示すように、各プリペイドカー
ドに記録されているカードＩＤに対応付けて、当該プリペイドカードに残存する度数が記
憶されており、このようにすることで、カードＩＤによって当該カードＩＤが記録された
プリペイドカードに残存している遊技用価値の大きさとなる度数を特定できるようになっ
ている。
【００５８】
　本実施例１のカードユニット別データテーブルは、図６（ｃ）に示すように、各カード
ユニット３に固有に付与された装置ＩＤに対応付けて、当該カードユニット３が設置され
ている遊技島の島番号が記憶される設置島の項目と、対応する台の台番号が記憶される対
応台番号の項目と、通信状態（オンラインかオフラインか）が記憶される状況の項目と、
該カードユニット３が接続されているＨＵＢ８’の接続口のＭＡＣアドレスが記憶される
ＭＡＣアドレスの項目と、該カードユニット３から送信される貸出完了情報に含まれる使
用度数が加算記憶される本日使用度数の項目と、該本日使用度数に相当する売上金額の内
の消費税を含まない売上額が加算記憶される税なし売上の項目と、本日使用度数に相当す
る売上金額の内の消費税額が加算記憶される消費税額の項目と、１玉未満の過不足金額う
ち遊技場（ホール）が負担している負担額が加算記憶されるホール負担額の項目と、１玉
未満の過不足金額うち遊技者が負担している負担額が加算記憶される遊技者負担額の項目
とが設けられており、これらの各項目の情報が各カードユニット３に固有に付与された装
置ＩＤに対応付けて記憶されることで、システムコントローラ１００において各カードユ
ニット３の売上である本日使用度数等の各情報が個別に管理されている。
【００５９】
　尚、本実施例１のカードユニット別データテーブルにあっては、本日使用度数の項目と
、税なし売上の項目、消費税額の項目、ホール負担額の項目、遊技者負担額の項目におい
て合計が算出されることで、遊技場全体の本日使用度数や、遊技場全体の税なし売上や、
遊技場全体の消費税額や、遊技場全体でのホール負担額や、遊技場全体での遊技者負担額
が個々に集計されるようになっている。尚、カードユニット別データテーブルの本日使用
度数の項目と、税なし売上の項目、消費税額の項目、ホール負担額の項目、遊技者負担額
の項目のデータは、１日に一度、システムコントローラ１００の起動処理においてリセッ
トされてカードユニット別データテーブルが更新される。
【００６０】
　また、本実施例１のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、所定の操作に基づ
いて、表示装置１０７に、図５に示す貸出玉数設定画面を表示して、遊技媒体であるパチ
ンコ玉の単価である玉単価と消費税率とともに、複数の単位度数（貸出単位）と、これら
複数の単位度数の各々に対して設定される貸出玉数と、当該貸出玉数の貸与（貸出）によ
って生じる過不足金額を負担する負担者とその負担額とを受付ける貸出玉数設定内容受付
け処理を実施し、該貸出玉数設定内容受付け処理によって本発明における設定内容受付け
手段が形成されている。
【００６１】
　また、本実施例１のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記貸出玉数設定
内容受付け処理によって図５に示す貸出玉数設定画面にて受付けた遊技媒体の単価である
玉単価と、消費税率とを、前記単位度数テーブルに記憶する単価情報記憶処理を実施し、
該単価情報記憶処理によって本発明における単価情報記憶手段が形成されている。
【００６２】
　また、本実施例１のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記貸出玉数設定
内容受付け処理における図５に示す貸出玉数設定画面にて受付けられることで、各カード
ユニット３にて設定されることとなる複数の単位度数と、該複数の単位度数の各々に対す
る貸出玉数並びに負担者とその負担額とを、単位度数テーブルに記憶する貸出玉数記憶処
理を実施し、該貸出玉数記憶処理によって本発明における遊技媒体数記憶手段が形成され
ている。
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【００６３】
　また、本実施例１のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記貸出玉数設定
内容受付け処理によって図５に示す貸出玉数設定画面にて受付けられて、前記貸出玉数記
憶処理によって単位度数テーブルに記憶されている記憶内容、具体的には、各単位度数と
各単位度数に対応する貸出玉数とを単位度数設定データとして各カードユニット３に配信
する単位度数設定データ配信処理を実施し、該単位度数設定データ配信処理によって本発
明における設定内容配信手段が形成されている。
【００６４】
　また、本実施例１のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記制御ユニット
３２８が実施する貸出不全情報送信処理によって送信される貸出不全情報の受信に基づい
て、該貸出不全情報に含まれる装置ＩＤから特定されるＭＡＣアドレスに対応付けて、該
貸出不全情報に含まれる各情報を記憶するとともに、交換後のカードユニット３の制御ユ
ニット３２８が実施する交換情報送信処理によって送信される交換情報の受信に基づいて
、当該交換情報に含まれる装置ＩＤから特定されるＭＡＣアドレスに対応付けて記憶して
いる未払出玉数を特定し、当該特定した未払出玉数を含み、当該未払出玉数の払出を指示
する払出指示を、該交換情報を送信してきた交換後のカードユニット３に対して送信（返
信）する払出指示送信処理を実施する。
【００６５】
　以下、本実施例１の遊技用システムにおける処理状況について、図９並びに図１０に基
づいて説明する。
【００６６】
　まず、システムコントローラ１００の前記貸出玉数設定内容受付け処理において図５に
示す貸出玉数設定画面にて受付けた設定内容が、カードユニット３に配信されて設定され
る流れを図１０に基づいて説明すると、まず、各カードユニット３に新たな設定内容を記
憶させて設定を実施させたい場合には、システムコントローラ１００において所定操作を
実施することにより表示装置１０７に図５に示す貸出玉数設定画面を表示させる。
【００６７】
　この本実施例の貸出玉数設定画面には、図５に示すように、その上部位置には、１球の
パチンコ玉の貸出に要する玉単価を選択入力するための玉単価選択入力部と、消費税率を
選択入力するための消費税率選択入力部とが設けられているとともに、その下方位置には
、一度の貸与処理において使用する度数である複数の単位度数（本実施例１では最大で５
つ）を設定するための貸出単位１～５の貸出単位選択入力部と、これら各貸出単位選択入
力部に対応付けて、当該貸出単位選択入力部にて選択入力された単位度数において貸与（
貸出）する貸出玉数を選択入力するための貸出玉数選択入力部と、当該貸出玉数の貸与（
貸出）によって生じる過不足金額を負担する負担者を選択入力するための負担者選択入力
部と、該負担者が負担する負担額を選択入力するための負担額選択入力部とが設けられて
いて、これら貸出玉数の選択入力部には、各単位度数において負担者が負担する負担額が
できるだけ少なくなるように貸出玉数を設定すれば良い。
【００６８】
　具体的には、５００円の単位度数であれば、玉単価である４円に該４円に相当する消費
税額である０．２円を加えた４．２円で該５００円を除した場合には、１１９.０４…玉
となり、少数点未満を切り上げて１２０玉とすると、該１２０玉の貸出では４円（１２０
玉×４．２円－５００円＝４円）を遊技場側が負担する必要が生じるのに対し、１１９玉
の貸出とすることで、遊技者が０．２円（１１９玉×４．２円－５００円＝－０．２円）
のみを負担するのみで良くなることから、より負担者の負担が少なくなる１１９玉を設定
するようにすれば良く、同様に、１０００円においても、４．２円で除した場合には、２
３８．０９…玉となり、切り上げて２３９玉とすると３．８円を遊技場側が負担する必要
が生じるのに対し、２３８玉の貸出とすることで、遊技者が０．４円のみを負担するのみ
で良くなることから、より負担者の負担が少なくなる２３８玉を設定するようにすれば良
く、このようにして貸出玉数と負担者並びに負担額を選択入力していき、全ての内容を選
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択入力した後に、貸出玉数設定画面の下方に設けられている「登録」の選択入力部を選択
入力する。尚、本実施例では、貸出玉数設定画面において玉単価、消費税率、単位度数を
選択入力すると、システムコントローラ１００のＣＰＵ１１３が、これら選択入力された
情報に基づいて、上記のような演算を実施することで、負担額が少なくなるように貸出玉
数、負担額が算出されて、貸出玉数選択入力部、負担者選択入力部並びに負担額選択入力
部に自動的に選択入力される。
【００７１】
　該「登録」の選択入力部の選択入力に基づいてシステムコントローラ１００のＣＰＵ１
１３は、該貸出玉数設定画面にて入力された各内容を、単位度数テーブルの対応する項目
に記憶するとともに、該単位度数テーブルの記憶内容の内、各単位度数と各単位度数に対
応する貸出玉数とを単位度数設定データとして各カードユニット３に配信する。
【００７２】
　この単位度数設定データの配信に基づいてカードユニット３の制御ユニット３２８は、
受信した単位度数設定データをＲＡＭ３２８ｃに更新記憶することで、単位度数並びに、
当該単位度数により貸与処理にて貸与（貸出）するパチンコ玉数（貸出玉数）を設定する
ようになっており、このようにすることで、各カードユニット３毎に各単位度数と各単位
度数に対応する貸出玉数とを入力して設定する手間と労力を大幅に低減できる。
【００７３】
　尚、このようにしてＲＡＭ３２８ｃに記憶された単位度数設定データは、一日に１回、
カードユニット３の起動時において、制御ユニット３２８が自己の装置ＩＤを含む接続確
認情報をシステムコントローラ１００に送信することで、該接続確認情報を受信したシス
テムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、カードユニット別データテーブルにおいて、
受信した接続確認情報に含まれる装置ＩＤに対応する「状況」の項目のデータを、オフラ
インからオンラインに更新するとともに、その時点において単位度数テーブルに記憶され
ている記憶内容の内、各単位度数と各単位度数に対応する貸出玉数とを単位度数設定デー
タとして、接続確認情報を送信してきたカードユニット３に対して配信（返信）すること
により、該単位度数設定データの配信（返信）に基づいてカードユニット３の制御ユニッ
ト３２８によって、受信した単位度数設定データに更新記憶されるようになっており、こ
のようにすることで、例えば、何らかの障害により、単位度数設定データが壊れている場
合や、不正に改竄されている場合にも、毎日、正しい設定が確実に実施されるようになり
、これら単位度数設定データの障害による不都合の発生を、未然に防止することができる
。
【００７４】
　このようにして、単位度数設定データの更新記憶が完了したカードユニット３に、遊技
者が遊技をするために、発行装置２２にて購入したプリペイドカードを挿入した場合には
、図９に示すように、カードユニット３のカードリーダライタ３２７により、挿入された
プリペイドカードからカードＩＤ並びに度数とが読み出されて、該読み出されたカードＩ
Ｄ並びに度数とが制御ユニット３２８に出力されることで、該制御ユニット３２８は、前
記挿入中ＬＥＤ３１２ａを点灯状態とするとともに、該出力されてきたカードＩＤ並びに
度数と自己の装置ＩＤとを含む使用許諾要求をシステムコントローラ１００に対して送信
する。
【００７５】
　尚、挿入されたプリペイドカードの発行装置２２における発行に際して、該発行される
プリペイドカードのカードＩＤと発行度数とが、発行装置２２からシステムコントローラ
１００に送信されることで、該システムコントローラ１００においてカードマスターテー
ブルに該カードＩＤと発行度数とが対応付けて記憶されている。
【００７６】
　前記使用許諾要求の受信に応じてシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、受信
した使用許諾要求に含まれるカードＩＤに対応付けてカードマスターテーブルに記憶され
ている度数を抽出するとともに、該抽出した度数と受信した使用許諾要求に含まれる度数
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とを比較照合して、双方の度数が一致した場合において使用許諾を受信した使用許諾要求
の送信元のカードユニット３に返信する。尚、双方の度数が一致しなかった場合において
は、使用不可を受信した使用許諾要求の送信元のカードユニット３に返信することで、カ
ードユニット３において挿入されたプリペイドカードが返却される。
【００７７】
　該使用許諾の受信に基づいて制御ユニット３２８は、カードリーダライタ３２７から出
力されてきた度数（挿入されたプリペイドカードから読み出した度数）を、度数・未払出
玉数表示部３０９並びに対応するパチンコ機２に設けられている図示しない度数表示部に
表示するとともに、変更可能ＬＥＤ３０５ａを点灯状態として、単位度数である貸出単位
の変更が可能であることを報知するとともに、貸出単位変更ボタン３０６の操作並びに対
応するパチンコ機２に設けられている図示しない貸出ボタンや返却ボタンの操作を有効と
して単位度数である貸出単位の選択や、貸出操作の受付けや返却操作の受付けを可能とす
る。
【００７８】
　この単位度数である貸出単位の選択においては、図７に示すように、ＲＡＭ３２８ｃに
記憶されている単位度数設定データに設定されている各単位度数、具体的には、システム
コントローラ１００における貸出玉数設定画面にて受付けた各単位度数である１度数、３
度数、５度数、１０度数が、貸出単位変更ボタン３０６の操作に応じて、順次、貸出単位
表示部３０７に表示されるようになっており、遊技者は、所望する単位度数を貸出単位表
示部３０７に表示させることで、所望する単位度数を選択する。尚、本実施例１では、貸
出単位表示部３０７に表示される初期値としては、５度数が表示されるようになっており
、該５度数の貸出単位（単位度数）で良ければ、遊技者は貸出単位変更ボタン３０６を操
作する必要はない。
【００７９】
　このようにして貸出単位表示部３０７に、貸出（貸与）に使用したい所望の貸出単位（
単位度数）を表示させた状態において遊技者は、パチンコ機２に設けられている図示しな
い貸出ボタンを操作することで制御ユニット３２８は、該貸出単位表示部３０７に表示さ
れている貸出単位（単位度数）に対応する貸出玉数を、前記ＲＡＭ３２８ｃに記憶されて
いる単位度数設定データから、例えば貸出単位（単位度数）が５００円であれば貸出玉数
は１１９玉であると特定し、該特定した貸出玉数である１１９玉を度数・未払出玉数表示
部３０９に表示するとともに、該特定した貸出玉数である１１９玉に相当する信号（この
場合、本実施例では１１９個のパルス信号）を、外部Ｉ／Ｏポート３３５から対応するパ
チンコ機２に対して出力することで、パチンコ機２においてパチンコ玉の払出が開始され
る。
【００８０】
　このパチンコ機２におけるパチンコ玉の払出に応じて該パチンコ機２からは、１玉のパ
チンコ玉の払出毎に１パルスの信号が出力されるようになっており、該１パルスの信号が
外部Ｉ／Ｏポート３３５から入力されることに基づいて制御ユニット３２８は、該１パル
スの信号の入力毎に１玉毎、度数・未払出玉数表示部３０９に表示されている玉数（未払
出玉数）の表示を減算更新するとともに、該度数・未払出玉数表示部３０９の玉数の表示
が０となったか、或いは所定時間に亘り更新されていないか、つまり、パチンコ機２から
の払出に伴う信号の出力が所定時間に亘り出力されていないかを監視する。
【００８１】
　度数・未払出玉数表示部３０９の玉数（未払出玉数）の表示が０となった場合（実際に
は、ＲＡＭ３２８ｃに記憶している未払出玉数が０となった場合）に制御ユニット３２８
は、不具合なく払出が完了したものと判断して、当該貸与（貸出）に供された単位度数で
ある５度数を貸与（貸出）以前の度数、例えば図８に示す例であれば３０度数から減算し
た２５度数を度数・未払出玉数表示部３０９に表示するとともに、該使用度数である５度
数をＲＡＭ３２８ｃに記憶されている使用度数集計データに加算更新記憶して、その当日
の使用度数を集計し、更に、該使用度数である５度数と、受付け中のプリペイドカードの
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カードＩＤと自己の装置ＩＤとを含む貸出完了情報をシステムコントローラ１００に対し
て送信する。
【００８２】
　そして、度数・未払出玉数表示部３０９に度数が残存すれば図９のＡに進んで、単位度
数である貸出単位の選択受付けや貸出操作の受付け或いは返却操作の受付けに戻り、度数
が残存する限りパチンコ玉の貸出を繰返し実施することができ、度数が所定度数である１
０度数以下となった場合には、現金の受付けが有効とされることで、遊技者は入金を実施
できる。尚、図示しない返却ボタンの押圧操作による返却操作があった場合には、その時
点において度数・未払出玉数表示部３０９に表示している度数が受付け中のプリペイドカ
ードに更新記録され、該更新記録後のプリペイドカードが返却される。
【００８３】
　この貸出完了情報の送信に応じてシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、該受
信した貸出完了情報に含まれるカードＩＤに対応してカードマスターテーブルに記憶され
ている度数から使用度数である５度数を減算更新するとともに、該受信した貸出完了情報
に含まれる装置ＩＤに対応付けてカードユニット別データテーブルに記憶されている本日
使用度数に、該受信した使用度数である５度数を加算更新する。そして、当該使用度数で
ある５度数に対応する貸出玉数と負担者並びに負担額を、単位度数テーブルにおいて該使
用度数である５度数に対応して記憶されている貸出玉数（１１９玉）と負担者（遊技者）
並びに負担額（０．２円）から特定し、当該特定した貸出玉数（１１９玉）に、単位度数
テーブルに記憶されている玉単価（４．０円）を乗じた金額である４７６円に単位度数テ
ーブルに記憶されている消費税率（５％）を乗じた金額である２３．８円を消費税額に加
算更新し、該算出した消費税額である２３．８円を５００円から減じた４７６．２円を税
なし売上に加算更新し、該特定した貸出玉数（１１９玉）に対応する負担額（０．２円）
を、特定した負担者である遊技者に対応する遊技者負担額に加算更新することでカードユ
ニット別データテーブルを更新する。
【００８４】
　つまり、売上情報となる貸出完了情報から特定される単位遊技用価値の大きさとなる使
用度数に対して前記遊技媒体数記憶手段となる単位度数テーブルに記憶されている遊技媒
体数である貸出玉数と、遊技媒体の単価である玉単価と消費税率とに基づいて、消費税を
含まない売上額である税なし売上と、消費税額とを別々に集計するとともに、前記売上情
報となる貸出完了情報から特定される単位遊技用価値の大きさとなる使用度数に対して前
記遊技媒体数記憶手段となる単位度数テーブルに記憶されている遊技媒体数である貸出玉
数と、遊技媒体の単価である玉単価と消費税率とに基づいて、遊技場または遊技者の負担
となった負担額であるホール負担額と遊技者負担額とを集計する。尚、本実施例において
は、ホール負担額と遊技者負担額の集計に関して、該集計する使用度数に対応する負担額
を該使用度数に対応して設定されている負担額から算出して集計しているが、これら設定
されている負担額も、玉単価と消費税率と貸出玉数とに基づいて予め算出されて設定され
ていることから、これらホール負担額と遊技者負担額の集計も、玉単価と消費税率と貸出
玉数とに基づいて集計すると言える。
【００８５】
　このようにすることで、カードユニット別データテーブルにおいて売上となる本日使用
度数が、各カードユニット３毎に集計されるようになり、各カードユニット３毎の売上並
びに遊技場全体の売上を、システムコントローラ１００にて一元的に把握、管理できると
ともに、各カードユニット３毎並びに遊技場全体の消費税額を含まない売上となる税なし
売上と消費税額とが別々に集計されるようになり、正確な売上や消費税額を把握できるよ
うになるばかりか、ホール負担額並びに遊技者の負担額が個別に集計されることで、遊技
場または遊技者の負担額を把握できるようになり、これらの情報を貸出玉数の設定、例え
ば遊技者の負担が大きい場合には、ホール負担額が増えるように貸出玉数の設定を変更し
たり、逆にホール負担額が大きい場合には、遊技者負担額が増えるように貸出玉数の設定
を変更する等のように、貸出玉数の設定変更の参考にすることができる。
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【００８６】
　一方、対応するパチンコ機２におけるパチンコ玉の払出中に、該払出に伴う信号の出力
が所定時間に亘り出力されていない場合には、制御ユニット３２８により、パチンコ玉の
払出において不具合が発生したことが検出され、該制御ユニット３２８は多機能ＬＥＤ３
０１ａの発光態様をエラー発生の発行態様（赤の点滅点灯）にしてエラーの発生を報知す
るとともに、その時点において度数・未払出玉数表示部３０９に表示されているパチンコ
玉数を未払出玉数として特定し、該特定した未払出玉数と自己の装置ＩＤ、当該貸出に供
された単位度数である使用度数（５度数）、受付け中のプリペイドカードから読み出した
カードＩＤとを含む貸出不全情報をシステムコントローラ１００に送信する。
【００８７】
　この貸出不全情報を受信したシステムコントローラ１００は、該受信した貸出不全情報
に含まれる装置ＩＤに対応付けてカードユニット別データテーブルに記憶されているＭＡ
Ｃアドレスを特定し、該特定したＭＡＣアドレスに対応付けて該受信した貸出不全情報を
記憶する。
【００８８】
　そして、貸出不全情報を送信したカードユニット３は、前記エラーの発生を報知により
係員等により、カードユニットストッカ２０に収納されているカードユニット３と交換さ
れ、該交換される新たなカードユニット３は、交換前の不具合を生じたカードユニット３
が接続されていた接続口と同一の接続口からＬＡＮに接続されて遊技島に設置され、該設
置時において、貸出単位変更ボタン３０６を押圧操作した状態にて起動することで、該交
換されたカードユニット３の制御ユニット３２８が、交換により設置されたものと判断し
、ＬＡＮへの接続口となるＨＵＢ８’の接続口のＭＡＣアドレス、つまりは交換前のカー
ドユニット３の装置ＩＤに対応付けてカードユニット別データテーブルに記憶されている
ＭＡＣアドレスと同一となるＭＡＣアドレスをＨＵＢ８’から取得し、該取得したＭＡＣ
アドレスと装置ＩＤと交換された旨とを含む交換情報をシステムコントローラ１００に送
信する。
【００８９】
　この交換情報を受信したシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、該受信した交
換情報に含まれるＭＡＣアドレスに対応付けて記憶されている貸出不全情報に含まれる装
置ＩＤに対応付けてカードユニット別データテーブルに記憶されている「状況」をオフラ
インに更新し、ＭＡＣアドレスの項目のデータを消去するとともに、該受信した交換情報
に含まれる装置ＩＤをカードユニット別データテーブルに追加登録し、該装置ＩＤに対応
する設置島並びに対応台番号に、前記交換されたカードユニット３の記憶情報と同一の情
報を更新記憶し、「状況」をオンラインに更新、更に、該装置ＩＤに対応するＭＡＣアド
レスの項目に受信した交換情報に含まれるＭＡＣアドレスを記憶してカードユニット別デ
ータテーブルを更新する。
【００９０】
　そして、システムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、該受信した交換情報に含まれ
るＭＡＣアドレスに対応付けて記憶されている貸出不全情報に含まれる未払出玉数から交
換されたカードユニット３に対して払出を指示する未払出玉数を特定し、該特定した未払
出玉数を含み、該未払出玉数のパチンコ玉の払出を指示する払出指示を、交換情報の送信
元のカードユニット３に送信する。
【００９１】
　この払出指示の受信に基づいて制御ユニット３２８は、該受信した払出指示に含まれる
未払出玉数、例えば未払出玉数が５０玉であれば、通常のパチンコ玉の貸与処理と同様に
、５０玉に相当する信号（パルス）を、外部Ｉ／Ｏポート３３５から対応するパチンコ機
２に対して出力することで、パチンコ機２において該未払出玉数である５０玉の払出が開
始される。尚、この未払出玉数の払出においても、払出に応じてパチンコ機２から出力さ
れる１玉毎のパルスを計数（５０玉から減算）して、全ての未払出玉数が払い出されたか
を制御ユニット３２８が監視する。
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【００９２】
　これら未払出玉数の払出が完了した場合に制御ユニット３２８は、自己の装置ＩＤと払
出が完了した旨とを含む未払出玉数貸出完了情報をシステムコントローラ１００に送信す
ることで、該未払出玉数貸出完了情報を受信したシステムコントローラ１００のＣＰＵ１
１３が、当該受信した未払出玉数貸出完了情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてカードユ
ニット別データテーブルに記憶されているＭＡＣアドレスを特定し、該特定したＭＡＣア
ドレスに対応付けて記憶している貸出不全情報に含まれるカードＩＤに対応付けてカード
マスターテーブルに記憶されている度数から、該貸出不全情報に含まれる使用度数を減算
更新する。
【００９３】
　そして、該受信した払出玉数貸出完了情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてカードユニ
ット別データテーブルに記憶されている本日使用度数に、該貸出不全情報含まれる使用度
数である５度数を加算更新するとともに、当該使用度数である５度数に対応する貸出玉数
と負担者並びに負担額を、単位度数テーブルにおいて該使用度数である５度数に対応して
記憶されている貸出玉数（１１９玉）と負担者（遊技者）並びに負担額（０．２円）を特
定し、当該特定した貸出玉数（１１９玉）に、単位度数テーブルに記憶されている玉単価
（４．０円）を乗じた金額である４７６円を税なし売上に加算更新し、更に、該４７６円
に単位度数テーブルに記憶されている消費税率（５％）を乗じた金額である２３．８円を
消費税額に加算更新し、該算出した消費税額である２３．８円を５００円から減じた４７
６．２円を税なし売上に加算更新し、該特定した貸出玉数（１１９玉）に対応する負担額
（０．２円）を、特定した負担者である遊技者に対応する遊技者負担額に加算更新するこ
とでカードユニット別データテーブルを更新した後、該ＭＡＣアドレスに対応付けて記憶
している貸出不全情報を消去する。
【００９４】
　また、本実施例１のカードユニット３では、前述のように度数・未払出玉数表示部３０
９に表示されている度数（残存度数）が、所定度数である１０度数以下となった場合には
、現金の受付けが可能とされてプリペイドカードへの入金が実施できるようになっており
、この入金について簡潔に説明すると、これら残存度数が１０度数以下、例えば５度数と
なった時点において遊技者が、１０００円紙幣を紙幣挿入口３０２に投入することで、該
投入された１０００円紙幣が紙幣識別ユニット３２２よって識別されて、該識別結果（紙
幣種別）が制御ユニット３２８に出力されることで、制御ユニット３２８は、受付け中の
プリペイドカードのカードＩＤと、識別結果から特定される識別金額である１０００円に
相当する入金度数である１０度数と、自己の装置ＩＤとを含む入金要求をシステムコント
ローラ１００に送信することで、該入金要求を受信したシステムコントローラのＣＰＵ１
１３が、カードマスターテーブルに該受信した入金要求に含まれるカードＩＤに対応して
記憶されている度数に、受信した入金要求に含まれる入金度数である１０度数を加算更新
した後、更新完了を入金要求の送信元のカードユニット３に返信することで、該更新完了
を受信した制御ユニット３２８が、入金以前の度数である５度数に入金度数である１０度
数を加えた１５度数を度数・未払出玉数表示部３０９に更新表示するとともに、該表示さ
れた新たな度数である１５度数を、カードリーダライタ３２７により受付け中のプリペイ
ドカードの度数に更新記録した後、図９に示すＡに進んで、単位度数である貸出単位の選
択受付けや貸出操作の受付け或いは返却操作の受付けに戻ることで、これら入金した度数
を遊技に使用できるようになる。
【００９５】
　そして、システムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、図１０に示すように、予め設
定されている所定時間毎、例えば２時間毎に、前記カードユニット別データテーブルに各
カードユニット３の装置ＩＤに対応して記憶している本日使用度数を特定し、該特定した
本日使用度数を含む照合要求を各カードユニット３に対して送信する。尚、本実施例１で
は、照合要求の送信タイミングを２時間毎としているが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、これらの送信タイミングを、営業終了後に１回のみ実施するようにしても良く
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、これら照合要求の送信タイミングは、遊技場に設置されているカードユニット３の台数
等から適宜に選択すれば良い。
【００９６】
　この照合要求の受信に応じて制御ユニット３２８は、該受信した照合要求に含まれる本
日使用度数と、ＲＡＭ３２８ｃに記憶している使用度数集計データにて集計されているそ
の当日における使用度数とを比較照合し、該照合した結果（一致、または不一致）と装置
ＩＤとを含む照合結果をシステムコントローラ１００に返信する。
【００９７】
　この照合結果の受信に基づいてシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、照合結
果が不一致の内容を含むものであれば、新規の貸出を不能化する旨の不能化指示を、該不
一致の内容を含む照合結果の送信元のカードユニット３に返信することで、該不能化指示
を受信した制御ユニット３２８は、新たなプリペイドカードの受付けを不可とするととも
に、受付け中のプリペイドカードが存在する場合には、該プリペイドカードを返却して新
たなプリペイドカードの受付けを不可とすることで、新たな貸与処理を不能化するように
しており、このようにすることで、システムコントローラ１００にて管理されている売上
と、カードユニット３にて集計して記憶されている売上とが照合されることで、売上の信
頼性を確保でき、しかも、カードユニット３における度数の使用毎や貨幣の受付け毎にこ
れらの照合が実施されないので、パチンコ玉の貸出に要する時間も短縮できる。
【００９８】
　以上、本実施例１によれば、消費税の徴収を実施する場合のパチンコ玉の貸出において
、複数の単位度数の各々に対して、遊技場の負担或いは遊技者の負担を低減できる貸出玉
数を設定できるので、１００円の単位に対して一義的に貸出玉数を例えば２４玉とした場
合に比較して、５００円の貸出であれば、該２４玉の５倍の１２０玉を貸し出す場合には
、遊技場側の負担が４円にもなるのに対し、本実施例１では、５００円に対して貸し出す
貸出玉数を１１９玉とすることで、遊技者が０．２円を負担するのみで良く、よって遊技
場の負担或いは遊技者の負担を低減することができるばかりか、管理装置であるシステム
コントローラ１００において、消費税額を含まない売上額となる税なし売上と消費税額と
が別々に集計されるので、遊技場が正確な売上や消費税額を把握でき、正確な消費税の申
告が可能となる。
【００９９】
　さらに、遊技者或いは遊技場が一律に負担をする場合、例えば一律に遊技者負担とした
場合で、１００円で２３玉を貸与する設定において、従来では５００円で１１５玉の貸与
となり、１１５玉×４．２円－５００円＝１７円で１７円を遊技者が負担するのに対し、
５００円に対して１１９玉を設定することで、１１９玉×４．２円－５００円＝０．２円
が遊技者の負担となり、遊技者の負担を低減でき、逆に一律に遊技場負担とした場合で、
１００円で２４玉を貸与する設定において、従来では１０００円で２４０玉の貸与となり
、２４０玉×４．２円－１０００円＝－８円で８円を遊技場が負担するのに対し、１００
０円に対して２３９玉を設定することで、２３９玉×４．２円－５００円＝－３．８円が
遊技場の負担となり、遊技場の負担を低減できる。
【実施例２】
【０１００】
　本実施例２の遊技用装置並びに該遊技用装置を含む遊技用システムの特徴としては、前
記実施例１の遊技用システムにおいては、予めカードユニット３における単位度数におい
て貸与（貸出）する貸出玉数をシステムコントローラ１００にて入力することで、各カー
ドユニット３に配信されて制御ユニット３２８のＲＡＭ３２８ｃ内に記憶されることで設
定されるようになっているのに対し、本実施例２では、貸出玉数ではなく、玉単価と消費
税率と、１玉未満の玉数の処理内容（四捨五入や、切り捨て、切り上げ）である小数点未
満玉数の情報をシステムコントローラ１００にて入力して、各カードユニット３に配信し
て設定し、これらの玉単価と消費税率と、１玉未満の玉数の処理内容とに基づいて、各単
位度数において貸与（貸出）する貸出玉数をカードユニット３の制御ユニット３２８が算
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出する点であり、その他のシステム構成等は、前記実施例１の遊技用システムと同一であ
ることから、同一である部分の説明は省略するものとし、前記実施例１からの変更点とな
る本実施例２の特徴部分について、図１１～図１３に基づいて以下に説明する。
【０１０１】
　まず、本実施例２の遊技用システムに用いたカードユニット３は、構成は前記実施例１
のカードユニット３と同一とされているが、その処理内容として本実施例２の制御ユニッ
ト３２８は、本実施例２のシステムコントローラ１００から送信される消費税率を含む単
位度数設定データの受信に基づいて、該受信した単位度数設定データをＲＡＭ３２８ｃに
更新記憶することで設定する単位度数設定データ記憶処理を実施し、該単位度数設定デー
タ記憶処理によって本発明における設定手段が形成されている。
【０１０２】
　また、本実施例２の制御ユニット３２８は、前記単位度数設定データにて設定されてい
る、後述する図１１に示す貸出玉数設定画面にて受付けられた消費税率と、玉単価と、小
数点未満玉数の内容とに基づいて、前記単位度数受付け処理にて遊技者により選択されて
いる貸出単位（単位度数）に対して、前記貸与処理において貸与（貸出）すべきパチンコ
玉数である貸出玉数を算出する算出処理を実施し、該算出処理によって本発明の算出手段
が形成されている。
【０１０３】
　また、本実施例２の制御ユニット３２８は、前記貸与処理において前記算出処理によっ
て算出された貸出玉数に相当する信号（パルス）を、外部Ｉ／Ｏポート３３５から対応す
るパチンコ機２に対して出力することで、該算出された貸出玉数のパチンコ玉を対応する
パチンコ機２から貸与（貸出）する。
【０１０４】
　また、本実施例２の遊技用システムに用いたシステムコントローラ１００は、構成は前
記実施例１のシステムコントローラ１００と同一とされているが、前記実施例１における
図６（ａ）の単位度数テーブルに代えて、図１２に示すように、図１１に示す本実施例２
における貸出玉数設定画面にて入力される各種の情報を記憶するために、玉単価が記憶さ
れる玉単価の項目と、消費税率が記憶される消費税率の項目と、当該玉単価と消費税率と
から算出される各単位度数に対応する貸出玉数の１玉未満の玉数の処理内容、具体的には
四捨五入や、切り捨て、切り上げの内容が記憶される小数点未満玉数の項目とともに、図
１１に示す貸出玉数設定画面にて受付けた各単位度数に対応付けて、該貸出玉数設定画面
にて受付けた玉単価と消費税率とから算出される各単位度数に対応する貸出玉数と、当該
貸出玉数を貸与した場合に生じる過不足金額を負担する負担者、具体的には遊技場（ホー
ル）または遊技者のいずれかと、その負担額とが記憶されている。尚、貸出玉数としては
、具体的には、玉単価として４．０円が、消費税率として５％が、小数点未満玉数の内容
として四捨五入が設定されている場合には、玉単価である４．０円に、該玉単価である４
．０円に消費税率である５％を乗じた消費税額である０．２円を加えた４．２円にて、各
単位度数である１度数に相当する１００円、３度数に相当する３００円、５度数に相当す
る５００円、１０度数に相当する１０００円を除した２３．８０…、７１．４２…、１１
９.０４…、２３８．０９…の小数点未満玉数を四捨五入することで、単位度数１度数に
対する貸出玉数は２４玉、単位度数３度数に対する貸出玉数は７１玉、単位度数５度数に
対する貸出玉数は１１９玉、単位度数１０度数に対する貸出玉数は２３８玉であると算出
して、各単位度数の貸出玉数として記憶し、これら貸出玉数は、後述する制御ユニット３
２８が実施する算出処理にて算出される各単位度数の貸出玉数と同一とされている。
【０１０５】
　また、本実施例２のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、所定の操作に基づ
いて、表示装置１０７に、図１１に示す貸出玉数設定画面を表示して、遊技媒体であるパ
チンコ玉の単価である玉単価と、消費税率と、当該玉単価と消費税率とから算出される各
単位度数に対応する貸出玉数の１玉未満の玉数の処理内容、具体的には四捨五入や、切り
捨て、切り上げの内容である小数点未満玉数とともに、複数の単位度数と、これら複数の
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単位度数の各々に対して、前記玉単価と消費税率と小数点未満玉数の内容とから算出され
る各単位度数に対応する貸出玉数の貸出によって生じる過不足金額を負担する負担者とそ
の負担額とを受付ける貸出玉数設定内容受付け処理を実施し、該貸出玉数設定内容受付け
処理によって本発明における消費税率受付け手段が形成されている。
【０１０６】
　また、本実施例２のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記貸出玉数設定
内容受付け処理によって図１１に示す貸出玉数設定画面にて受付けた遊技媒体の単価であ
る玉単価と、消費税率とを、前記単位度数テーブルに記憶する単価情報記憶処理を実施し
、該単価情報記憶処理によって本発明における単価情報記憶手段が形成されている。
【０１０７】
　また、本実施例のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記貸出玉数設定内
容受付け処理によって図１１に示す貸出玉数設定画面にて受付けることで、各カードユニ
ット３にて設定されることとなる消費税率と、玉単価と、小数点未満玉数の内容とから算
出される単位度数の各々に対する貸出玉数、並びに該貸出玉数設定画面にて受付けた単位
度数の各々に対する負担者とその負担額とを、単位度数テーブルに記憶する貸出玉数記憶
処理を実施し、該貸出玉数記憶処理によって本発明における遊技媒体数記憶手段が形成さ
れている。
【０１０８】
　また、本実施例２のシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記貸出玉数設定
内容受付け処理において図１１に示す貸出玉数設定画面にて受付けられて、前記単価情報
記憶処理並びに貸出玉数記憶処理によって単位度数テーブルに記憶されている記憶内容、
具体的には、消費税率と、玉単価と、小数点未満玉数の内容と、各単位度数とを単位度数
設定データとして各カードユニット３に配信する単位度数設定データ配信処理を実施し、
該単位度数設定データ配信処理によって本発明における消費税率配信手段が形成されてい
る。
【０１０９】
　以下、本実施例２の遊技用システムにおける処理状況として、まず、システムコントロ
ーラ１００の前記貸出玉数設定内容受付け処理において図１１に示す貸出玉数設定画面に
て受付けた設定内容がカードユニット３に配信されて設定される流れについて簡潔に説明
すると、これらの処理の状況は、ほぼ実施例１の遊技用システムにおける図１０の処理内
容と同様とされており、各カードユニット３に新たな設定内容を記憶させて設定を実施さ
せたい場合には、システムコントローラ１００において所定操作を実施することにより表
示装置１０７に図１１に示す貸出玉数設定画面を表示させる。
【０１１０】
　この本実施例の貸出玉数設定画面には、図１１に示すように、その上部位置には、１球
のパチンコ玉の貸出に要する玉単価を選択入力するための玉単価選択入力部と、消費税率
を選択入力するための消費税率選択入力部と、当該玉単価と消費税率とから算出される各
単位度数に対応する貸出玉数の１玉未満の玉数の処理内容、具体的には四捨五入や、切り
捨て、切り上げの内容を選択入力するための小数点未満玉数選択入力部とが設けられてい
るとともに、その下方位置には、一度の貸与処理において使用する度数である複数の単位
度数（本実施例２では最大で５つ）を設定するための貸出単位１～５の貸出単位選択入力
部と、これら各貸出単位選択入力部に対応付けて、これら複数の単位度数の各々に対して
、前記玉単価選択入力部並びに消費税率選択入力部と小数点未満玉数選択入力部にて選択
入力された玉単価と消費税率と小数点未満玉数の内容とから算出される各単位度数に対応
する貸出玉数の貸出によって生じる過不足金額を負担する負担者を選択入力するための負
担者選択入力部と、該負担者が負担する負担額を選択入力するための負担額選択入力部と
が設けられていて、全ての内容を選択入力した後に、貸出玉数設定画面の下方に設けられ
ている「登録」の選択入力部を選択入力する。尚、本実施例では、貸出玉数設定画面にお
いて玉単価、消費税率、小数点未満玉数選択入力部の選択内容（四捨五入、切り捨て、切
り上げ）を選択入力すると、システムコントローラ１００のＣＰＵ１１３により、これら
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選択入力された情報に基づいて、例えば貸出単位５度数の場合であれば、５度数に相当す
る５００円を玉単価である４円に該４円に相当する消費税額である０．２円を加えた４．
２円で除した玉数である１１９．０４…玉に基づいて、小数点以下の０．０４…を四捨五
入して１１９玉とすることにより遊技者が小数点以下の０．０４…分となる０．２円を負
担することになるので、負担者が遊技者と判定されて負担者選択入力部に、該０．２円が
負担額として負担額選択入力部に自動的に選択入力される。
【０１１１】
　該「登録」の選択入力部を選択入力に基づいてシステムコントローラ１００のＣＰＵ１
１３は、該貸出玉数設定画面にて入力された各内容を、単位度数テーブルの対応する項目
に記憶するとともに、該単位度数テーブルの記憶内容の内、玉単価と消費税率と小数点未
満玉数と各単位度数とを単位度数設定データとして各カードユニット３に配信する。
【０１１２】
　この単位度数設定データの配信に基づいてカードユニット３の制御ユニット３２８は、
受信した単位度数設定データをＲＡＭ３２８ｃに更新記憶することで、単位度数並びに消
費税率を設定するようになっており、このようにすることで、各カードユニット３毎に各
単位度数と消費税率を設定する手間と労力を大幅に低減できる。
【０１１３】
　また、これらＲＡＭ３２８ｃに記憶されている単位度数設定データは、前記実施例１の
場合と同様に、一日に１回、カードユニット３の起動時において、システムコントローラ
１００から配信される単位度数設定データに更新されることで、例えば、何らかの障害に
より、単位度数設定データが壊れている場合や、不正に改竄されている場合にも、毎日、
正しい設定が確実に実施されるようになり、これら単位度数設定データの障害による不都
合の発生を、未然に防止することができる。
【０１１４】
　このようにして、単位度数設定データの更新記憶が完了したカードユニット３に、遊技
者がプリペイドカードを挿入した場合には、図１３に示すように、カードユニット３のカ
ードリーダライタ３２７により、挿入されたプリペイドカードからカードＩＤ並びに度数
とが読み出されて、該読み出されたカードＩＤ並びに度数とが制御ユニット３２８に出力
されることで、該制御ユニット３２８は、前記挿入中ＬＥＤ３１２ａを点灯状態とすると
ともに、該出力されてきたカードＩＤ並びに度数と自己の装置ＩＤとを含む使用許諾要求
をシステムコントローラ１００に対して送信することで、システムコントローラ１００に
おいて前記実施例１の場合と同様に、カードＩＤに対応付けてカードマスターテーブルに
記憶されている度数と該使用許諾要求に含まれる度数との比較照合が実施されて、双方の
度数が一致した場合において使用許諾が該カードユニット３に返信される。
【０１１５】
　該使用許諾の受信に基づいて制御ユニット３２８は、カードリーダライタ３２７から出
力されてきた度数（挿入されたプリペイドカードから読み出した度数）を、度数・未払出
玉数表示部３０９並びに対応するパチンコ機２に設けられている図示しない度数表示部に
表示するとともに、変更可能ＬＥＤ３０５ａを点灯状態として、単位度数である貸出単位
の変更が可能であることを報知するとともに、貸出単位変更ボタン３０６の操作並びに対
応するパチンコ機２に設けられている図示しない貸出ボタンや返却ボタンの操作を有効と
して単位度数である貸出単位の選択や、貸出操作の受付けや返却操作の受付けを可能とす
る。
【０１１６】
　この単位度数である貸出単位の選択においては、前記実施例１と同様に、ＲＡＭ３２８
ｃに記憶されている単位度数設定データに設定されている各単位度数、具体的には、シス
テムコントローラ１００における貸出玉数設定画面にて受付けた各単位度数である１度数
、３度数、５度数、１０度数が、貸出単位変更ボタン３０６の操作に応じて、順次、貸出
単位表示部３０７に表示され、遊技者は、所望する単位度数を貸出単位表示部３０７に表
示させることで、所望する単位度数を選択する。
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【０１１７】
　このようにして貸出単位表示部３０７に、貸出（貸与）に使用したい所望の単位度数を
表示させた状態において遊技者は、パチンコ機２に設けられている図示しない貸出ボタン
を操作することで制御ユニット３２８は、該貸出単位表示部３０７に表示されている単位
度数に対応する貸出玉数を、前記ＲＡＭ３２８ｃに記憶されている消費税率と、玉単価と
、小数点未満玉数の内容とに基づいて、貸与処理において貸与すべきパチンコ玉数である
貸出玉数を算出する。具体的には、例えば単位度数が５００円であって、図１１に示すよ
うに、玉単価として４．０円が、消費税率として５％が、小数点未満玉数の内容として四
捨五入が設定されている場合には、玉単価である４．０円に、該玉単価である４．０円に
消費税率である５％を乗じた消費税額である０．２円を加えた４．２円にて、単位度数で
ある５００円を除した１１９.０４…玉の小数点未満玉数を四捨五入することで、貸出玉
数は１１９玉であると算出し、該算出した貸出玉数である１１９玉を度数・未払出玉数表
示部３０９に表示するとともに、該特定した貸出玉数である１１９玉に相当する信号（パ
ルス）を、外部Ｉ／Ｏポート３３５から対応するパチンコ機２に対して出力することで、
パチンコ機２においてパチンコ玉の払出が開始され、前記実施例１と同様に、対応するパ
チンコ機２から１玉のパチンコ玉の払出毎に出力される１パルスの信号に基づいて度数・
未払出玉数表示部３０９の玉数の表示１玉毎に減算更新するとともに、該度数・未払出玉
数表示部３０９の玉数の表示が０となったか、或いは所定時間に亘り更新されていないか
、つまり、パチンコ機２からの払出に伴う信号の出力が所定時間に亘り出力されていない
かを監視する。
【０１１８】
　そして、度数・未払出玉数表示部３０９の玉数の表示が０となった場合に制御ユニット
３２８は、当該貸与（貸出）に供された単位度数である例えば５度数を貸出以前の度数か
ら減算した新たな度数を度数・未払出玉数表示部３０９に表示するとともに、該使用度数
をＲＡＭ３２８ｃに記憶されている使用度数集計データに加算更新記憶する。また、該使
用度数と、受付け中のプリペイドカードのカードＩＤと自己の装置ＩＤとを含む貸出完了
情報をシステムコントローラ１００に対して送信した後、度数・未払出玉数表示部３０９
に度数が残存すれば図１３のＡに進んで、単位度数である貸出単位の選択受付けや貸出操
作の受付け或いは返却操作の受付けに戻り、度数が残存する限りパチンコ玉の貸出を繰返
し実施することができ、度数が所定度数である１０度数以下となった場合には、現金の受
付けが有効とされて、入金を実施できる。尚、図示しない返却ボタンの押圧操作による返
却操作があった場合には、その時点において度数・未払出玉数表示部３０９に表示してい
る度数を受付け中のプリペイドカードに更新記録して該プリペイドカードを返却する。
【０１１９】
　この貸出完了情報の送信に応じてシステムコントローラ１００のＣＰＵ１１３は、前記
実施例１と同様に、該受信した貸出完了情報に含まれるカードＩＤに対応してカードマス
ターテーブルに記憶されている度数から使用度数を減算更新するとともに、該受信した貸
出完了情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてカードユニット別データテーブルに記憶され
ている本日使用度数に、該受信した使用度数を加算更新する。そして、当該使用度数、例
えば５度数に対応する貸出玉数と負担者並びに負担額を、単位度数テーブルにおいて該使
用度数である５度数に対応して記憶されている貸出玉数（１１９玉）と負担者（遊技者）
並びに負担額（０．２円）を特定し、当該特定した貸出玉数（１１９玉）に、単位度数テ
ーブルに記憶されている玉単価（４．０円）を乗じた金額である４７６円に単位度数テー
ブルに記憶されている消費税率（５％）を乗じた金額である２３．８円を消費税額に加算
更新し、該算出した消費税額である２３．８円を５００円から減じた４７６．２円を税な
し売上に加算更新し、該特定した貸出玉数（１１９玉）に対応する負担額（０．２円）を
、特定した負担者である遊技者に対応する遊技者負担額に加算更新することでカードユニ
ット別データテーブルを更新する。
【０１２０】
　尚、本実施例では、システムコントローラ１００の図１２に示す単位度数テーブルにお
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いて、貸出玉数、負担者、負担額を予め算出して記憶するようにしているが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、システムコントローラ１００においては、玉単価、消費税
率、小数点未満玉数のデータのみを記憶しておき、これら玉単価、消費税率、小数点未満
玉数のデータに基づいて、貸出完了情報の受信に応じ、該貸出完了情報に含まれる使用度
数に相当する貸出玉数、負担者、負担額を算出するとともに、これら算出した貸出玉数、
負担者、負担額を用いて税なし売上に加算する金額や、消費税額や遊技場（ホール）また
は遊技者の負担額に加算する金額を算出して集計するようにしても良い。
【０１２１】
　一方、対応するパチンコ機２におけるパチンコ玉の払出中に、該払出に伴う信号の出力
が所定時間に亘り出力されていない場合には、制御ユニット３２８により不具合の発生が
検出されることで、前記実施例１と同様に、該制御ユニット３２８は多機能ＬＥＤ３０１
ａの発光態様にてエラーの発生を報知するとともに、貸出不全情報をシステムコントロー
ラ１００に送信することで、システムコントローラ１００において該貸出不全情報が当該
貸出不全情報を送信したカードユニット３の装置ＩＤに対応してカードユニット別データ
テーブルに記憶されているＭＡＣアドレスに対応付けて記憶され、該不具合を生じたカー
ドユニット３に代えて設置された交換後のカードユニット３から、前記実施例１と同様に
交換情報がシステムコントローラ１００に送信されることで、該システムコントローラ１
００から払出指示が当該交換後のカードユニット３に送信されることで、未払出玉数が確
実に払い出されるようになっている。
【０１２２】
　以上、本実施例２によれば、消費税の徴収を実施する場合のパチンコ玉の貸出において
、設定されている消費税率や、玉単価、小数点未満玉数の内容とに基づいて、複数の各単
位度数にて貸与する貸出玉数が算出されるようになり、１００円の単位に対して一義的に
貸出玉数を例えば２４玉とした場合に比較して、５００円の貸出であれば、該２４玉の５
倍の１２０玉を貸し出す場合には、遊技場側の負担が４円にもなるのに対し、本実施例２
では、５００円に対して貸し出す貸出玉数が１１９玉として算出されるようになるので、
遊技者が０．２円を負担するのみで良く、よって遊技場の負担或いは遊技者の負担を低減
することができるばかりか、遊技場が管理装置であるシステムコントローラ１００におい
て、消費税額を含まない売上額となる税なし売上と消費税額とが別々に集計されるので、
正確な売上や消費税額を把握でき、正確な消費税の申告が可能となる。
【０１２３】
　さらに、遊技者或いは遊技場が一律に負担をする場合、例えば一律に遊技者負担とした
場合で、１００円で２３玉を貸与する設定において、従来では５００円で１１５玉の貸与
となり、１１５玉×４．２円－５００円＝１７円で１７円を遊技者が負担するのに対し、
５００円に対して１１９玉を算出することで、１１９玉×４．２円－５００円＝０．２円
が遊技者の負担となり、遊技者の負担を低減でき、逆に一律に遊技場負担とした場合で、
１００円で２４玉を貸与する設定において、従来では１０００円で２４０玉の貸与となり
、２４０玉×４．２円－１０００円＝－８円で８円を遊技場が負担するのに対し、１００
０円に対して２３９玉を算出することで、２３９玉×４．２円－５００円＝－３．８円が
遊技場の負担となり、遊技場の負担を低減できる。
【実施例３】
【０１２４】
　本実施例３は請求項２および請求項７に対応しており、本実施例３の遊技用装置並びに
該遊技用装置を含む遊技用システムを図面に基づいて説明すると、図１４は、本実施例３
の遊技用システムの構成を示す図であり、本実施例３の遊技用システムは、遊技場におい
て複数配置された図示しない遊技島に並設され、隣設されている現金ユニット３５０から
パチンコ玉の払出を受けて遊技を行うパチンコ玉の貸出機能を有しない通常のパチンコ機
２’と、該パチンコ機２’に対して１対１に対応設置される本発明の遊技用装置としての
現金ユニット３５０と、遊技場内の所定箇所に設置され、該現金ユニット３５０にて使用
された使用金額を各現金ユニット３５０毎に集計して売上を管理するホールコンピュータ
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１５０と、から主に構成されている。
【０１２５】
　これら遊技場内に設置された現金ユニット３５０とホールコンピュータ１５０とは、通
信ケーブル９を介して双方向のデータ通信可能に接続され、これら各現金ユニット３５０
とホールコンピュータ１５０にはそれぞれローカルＩＰアドレスが付与されてローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）が形成されていて、該ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）に接続されている各装置には、当該装置を個々に識別可能な装置ＩＤが付与されており
、各装置が装置ＩＤとローカルＩＰアドレスとが対応付けられたＩＰアドレステーブルを
有することで、装置ＩＤからローカルＩＰアドレスを特定して、当該装置ＩＤの装置との
送受信を実施できるようになっているとともに、これら各接続装置が接続されるＨＵＢ９
’（図１６参照）の接続口には、各接続口に固有のＭＡＣ（メディアアクセスコントロー
ル）アドレスが付与されていて、該接続口のＭＡＣアドレスを現金ユニット３５０がＨＵ
Ｂ９’から取得できるようにされており、これらＭＡＣアドレスを各接続口に接続された
現金ユニット３５０がホールコンピュータ１５０に送信することで、該ＭＡＣアドレスに
よりどの接続口にどの現金ユニット３５０が接続されているかをホールコンピュータ１５
０にて把握できるようになっている。
【０１２６】
　次いで、本実施例３に用いた遊技用装置である現金ユニット３５０について簡潔に説明
すると、この現金ユニット３５０は、前述のように遊技島に並設される遊技機としてのパ
チンコ機２’に１対１に対応して設置されている。
【０１２７】
　この本実施例３の遊技用装置である現金ユニット３５０を図１５並びに図１６に基づい
て説明すると、該玉貸ユニット３５０の前面には、図１５に示すように、動作ＬＥＤユニ
ット３５１、紙幣挿入口３５２、硬貨投入口３５３、硬貨返却ボタン３５４、操作表示部
３６４、払出球供給部３６０、硬貨返却口３５８、が設けられている。
【０１２８】
　動作ＬＥＤユニット３５１は、現金ユニット３５０が動作中であることを点灯により表
示するとともに、その点灯態様（点滅点灯）により、パチンコ玉の払出中に不具合（エラ
ー）が発生したことを係員に報知するためのものである。
【０１２９】
　紙幣挿入口３５２には１０００円の紙幣が、硬貨投入口３５３には１００円と５００円
硬貨が投入可能とされ、該紙幣挿入口３５２または硬貨投入口３５３から挿入（投入）さ
れた紙幣や硬貨は、各該紙幣挿入口３５２または硬貨投入口３５３に連設された本発明に
おける貨幣識別手段となる紙幣識別ユニット３７１や硬貨識別ユニット３７２（図１６参
照）により、真贋並びに金種が識別され、該識別金種の情報等を含む識別情報が制御ユニ
ット３８０に出力される。尚、硬貨返却ボタン３５４が操作された場合や、１００円と５
００円以外の硬貨は、硬貨返却口３５８から返却される。
【０１３０】
　操作表示部３６４には、投入して識別された識別金額並びに当該識別金額に対して貸出
される貸出玉数のうち、未払い出しの玉数が表示される金額・未払出玉数表示部３６１や
、識別金額が金額・未払出玉数表示部３６１に表示されているまでの間において貸出の中
止を遊技者から受付けるための中止ボタンスイッチ３６２とが設けられている。
【０１３１】
　払出球供給部３６０は、現金ユニット３５０内部に設けられた後述する制御ユニット３
８０から出力される信号（パルス）に応じた数のパチンコ玉を、１玉づつ計数して払い出
すとともに、該払い出して計数したパチンコ玉の１玉毎に１パルスの信号を出力する球切
り払出ユニット３７３に連通するように設けられており、該球切り払出ユニット３７３か
ら払い出された球をパチンコ機２’に誘導供給する。
【０１３２】
　図１６は、本実施例３の現金ユニット３５０の構成を示すブロック図であり、本実施例
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３の現金ユニット３５０は、前記した紙幣識別ユニット３７１や硬貨識別ユニット３７２
や球切り払出ユニット３７３に接続されて、現金ユニット３５０の動作を制御する制御ユ
ニット３８０が設けられており、該制御ユニット３８０には、制御ユニット３８０が実施
するパチンコ玉を貸出する貸与処理等の各種の制御処理の内容が記述された処理プログラ
ムが記憶されているＲＯＭ３８２や、該ＲＯＭ３８２に記憶されている処理プログラムに
基づいてパチンコ玉を貸出する貸与処理等の各種制御処理を行うマイクロプロセッシング
ユニット（ＭＰＵ）３８１や、マイクロプロセッシングユニット（ＭＰＵ）３８１が実施
する各種の処理に使用されるとともに、ホールコンピュータ１５０から送信される貸出玉
数設定データや、貸与処理に供された識別金額が加算されて集計される売上集計データ等
が記憶されるＲＡＭ３８３が搭載されている。
【０１３３】
　また、制御ユニット３８０には、ホールコンピュータ１５０と双方向のデータ通信を実
施するための本発明における通信手段となる通信部３７４が接続されているとともに、前
記した動作ＬＥＤユニット３５１や金額・未払出玉数表示部３６１を形成する金額・未払
出玉数表示器３６１ａが接続されていて、これら動作ＬＥＤユニット３５１の表示態様や
金額・未払出玉数表示器３６１ａの表示が制御ユニット３８０により制御される。
【０１３４】
　また、制御ユニット３８０には、中止ボタンスイッチ３６２が接続されていて、該中止
ボタンスイッチ３６２の操作を制御ユニット３８０が検出できるようになっている。
【０１３５】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、前記した紙幣識別ユニット３７１や硬貨識
別ユニット３７２にて識別された貨幣の識別金額に基づいて、当該識別金額に対して前記
ＲＡＭ３８３に記憶されている貸出玉数設定データにて設定されている貸出玉数のパチン
コ球を、前記球切り払出ユニット３７３にて払い出して貸与する貸与処理を実施し、該貸
与処理にて本発明における貸与処理手段が形成されている。
【０１３６】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、ホールコンピュータ１５０から送信される
、各識別金額の各々に対して前記貸与処理において貸与される貸出玉数を含む後述する貸
出玉数設定データの受信に基づいて、該受信した貸出玉数設定データをＲＡＭ３８３に更
新記憶することで設定する貸出玉数設定データ記憶処理を実施し、該貸出玉数設定データ
記憶処理によって本発明における設定手段が形成されている。
【０１３７】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、接続されている球切り払出ユニット３７３
から１球のパチンコ玉の払出毎に出力される信号（パルス）を計数することで、実際に遊
技者に貸与（貸出）したパチンコ玉数を計数し、該計数した玉数を１玉づつ、図２０に示
すように、金額・未払出玉数表示部３６１に表示されている当該貸与処理において供され
た識別金額に対して設定されている貸出玉数から減算更新する払出玉数計数処理を実施し
、該払出玉数計数処理によって本発明における計数手段が形成されている。
【０１３８】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、金額・未払出玉数表示部３６１に表示され
ている未払出玉数が存在するときに、図２０に示すように、接続されている球切り払出ユ
ニット３７３からパチンコ玉の払出に伴う信号（パルス）の入力無いことにより、所定の
時間において未払出玉数が更新されないことに基づいて貸与処理中における不具合の発生
を検出する不具合検出処理を実施し、該不具合検出処理によって本発明における検出手段
が形成されている。尚、本実施例では、これら不具合検出処理における不具合検出時に、
前記金額・未払出玉数表示部３６１には自動的に未払出玉数が表示されていることになり
、つまり、前記払出玉数計数処理によって本発明における未貸与数表示手段が形成されて
いる。
【０１３９】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、前記不具合検出処理によって不具合が検出
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されたときに、当該貸与処理において貸与（貸出）されるべきパチンコ玉数（貸出玉数）
と実際に貸与（貸出）したパチンコ玉数とから特定される未貸与のパチンコ玉数、つまり
は不具合が検出されたときに前記金額・未払出玉数表示部３６１９に表示されているパチ
ンコ玉数を未払出玉数として特定し、該特定した未払出玉数と装置ＩＤ、当該貸与処理に
供された識別金額とを含む本発明における未貸与数情報となる貸出不全情報をホールコン
ピュータ１５０に送信する貸出不全情報送信処理を実施し、該貸出不全情報送信処理によ
って本発明における未貸与数情報送信手段が形成されている。
【０１４０】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、前記金額・未払出玉数表示部３６１に表示
されている未払出玉数が０、つまりは全てのパチンコ玉の払出が完了したことに基づいて
、該貸与処理に供された識別金額を、ＲＡＭ３８３に記憶されている売上集計データに加
算更新記憶することで当該現金ユニット３５０におけるその当日の売上を集計記憶する売
上集計記憶処理を実施し、該売上集計記憶処理によって本発明における売上集計記憶手段
が形成されている。
【０１４１】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、貸与処理において全てのパチンコ玉の払出
が完了したことに基づいて、該貸与処理に供された識別金額と、当該現金ユニット３５０
の装置ＩＤとを含む売上情報を、ホールコンピュータ１５０に対して送信する売上情報送
信処理を実施し、該売上情報送信処理によって本発明における売上情報送信手段が形成さ
れている（図２１参照）。
【０１４２】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、所定時間毎にホールコンピュータ１５０か
ら送信されてくる照合要求の受信に応じて、該照合要求に含まれるホールコンピュータ１
５０にて管理されている当該現金ユニット３５０における売上である後述する本日売上金
額と、前記売上集計記憶処理によって売上集計データに集計記憶されている当該カードユ
ニット３における売上となる集計売上金額とを比較照合し、当該照合結果をホールコンピ
ュータ１５０に送信する照合処理を実施し、該照合処理によって本発明における照合処理
手段が形成されている。
【０１４３】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、不具合を生じた現金ユニット３５０と交換
設置された際に、中止ボタン３６２が押圧操作された状態にて起動されることにより、交
換により設置されたものと判断し、ＬＡＮへの接続口となるＨＵＢ９’の接続口のＭＡＣ
アドレスを該ＨＵＢ９’から取得し、該取得したＭＡＣアドレスと装置ＩＤと交換された
旨とを含む交換情報をホールコンピュータ１５０に送信する交換情報送信処理を実施し、
該交換情報送信処理によって本発明における交換情報送信手段が形成されている（図２１
参照）。
【０１４４】
　また、本実施例３の制御ユニット３８０は、交換情報送信処理における交換情報の送信
に応じてホールコンピュータ１５０から返信される払出指示に受信に応じて、該払出指示
に含まれる未払い出し玉数を球切り払出ユニット３７３から払出す未貸与分貸与処理を、
前記貸与処理と同様に実施する（図２１参照）。
【０１４５】
　次いで、本実施例３に用いたホールコンピュータ１５０について説明すると、該ホール
コンピュータ１５０は、図１７に示すように、コンピュータ内部にてデータの送受を行う
データバス１５１に、該ホールコンピュータ１５０が実施する各種処理を行う中央演算処
理装置（ＣＰＵ）１５２、ＲＡＭ１５３、時刻情報やカレンダ情報を出力するリアルタイ
ムクロック１５４、表示装置１５７、キーボードやマウス等の入力装置１５８、プリンタ
１５６、磁気ディスクや光磁気ディスクから成り、後述する貸出玉数テーブル（図１９（
ａ）参照）やユニット別データテーブル（図１９（ｂ）参照）等を記憶するための記憶装
置１５５、各現金ユニット３５０とのデータ通信を行うための通信インターフェィス１５
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９が接続された通常のコンピュータである。
【０１４６】
　また、記憶装置１５５には、該ホールコンピュータ１５０が各種処理を実施するための
処理プログラムに加えて、後述する貸出玉数設定画面にて受付けた玉単価や消費税率や各
識別金額や貸出玉数等の内容が記憶される図１９（ａ）に示す貸出玉数テーブルや、各現
金ユニット３５０における売上となる本日売上金額等の各種情報が記憶される図１９（ｂ
）に示すユニット別データテーブルが記憶されている。
【０１４７】
　本実施例３の貸出玉数テーブルは、図１９（ａ）に示すように、図１８に示す貸出玉数
設定画面にて受付けた各識別金額に対応付けて、当該識別金額にて遊技者に貸与（貸出）
するパチンコ玉の玉数である貸出玉数と、当該貸出玉数を貸与した場合に生じる過不足金
額を負担する負担者、具体的には遊技場（ホール）または遊技者のいずれかと、その負担
額とが記憶されているとともに、該貸出玉数設定画面にて受付けたパチンコ玉の玉単価（
本実施例では４円）並びに消費税率（本実施例では５％）とが記憶されている。
【０１４８】
　本実施例３のユニット別データテーブルは、図１９（ｂ）に示すように、各現金ユニッ
ト３５０に固有に付与された装置ＩＤに対応付けて、当該現金ユニット３５０が設置され
ている遊技島の島番号が記憶される設置島の項目と、対応する台の台番号が記憶される対
応台番号の項目と、通信状態（オンラインかオフラインか）が記憶される状況の項目と、
該現金ユニット３５０が接続されているＨＵＢ９’の接続口のＭＡＣアドレスが記憶され
るＭＡＣアドレスの項目と、該現金ユニット３５０から送信される売上情報に含まれる識
別金額が加算記憶される本日売上金額の項目と、該本日売上金額の内の消費税を含まない
売上額が加算記憶される税なし売上の項目と、本日売上金額の内の消費税額が加算記憶さ
れる消費税額の項目と、１玉未満の過不足金額うち遊技場（ホール）が負担している負担
額が加算記憶されるホール負担額の項目と、１玉未満の過不足金額うち遊技者が負担して
いる負担額が加算記憶される遊技者負担額の項目とが設けられており、これらの各項目の
情報が各現金ユニット３５０に固有に付与された装置ＩＤに対応付けて記憶されることで
、ホールコンピュータ１５０において各現金ユニット３５０の売上等の各情報が個別に管
理されている。
【０１４９】
　尚、本実施例３のユニット別データテーブルにあっては、本日売上金額の項目と、税な
し売上の項目、消費税額の項目、ホール負担額の項目、遊技者負担額の項目において合計
が算出されることで、遊技場全体の本日売上金額や、遊技場全体の税なし売上や、遊技場
全体の消費税額や、遊技場全体でのホール負担額や、遊技場全体での遊技者負担額が個々
に集計されるようになっている。尚、ユニット別データテーブルの本日売上金額の項目と
、税なし売上の項目、消費税額の項目、ホール負担額の項目、遊技者負担額の項目のデー
タは、１日に一度、ホールコンピュータ１５０の起動処理においてリセットされてカード
ユニット別データテーブルが更新される。
【０１５０】
　また、本実施例３のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、所定の操作に基づい
て、表示装置１５７に、図１８に示す貸出玉数設定画面を表示して、遊技媒体であるパチ
ンコ玉の単価である玉単価と消費税率とともに、複数の識別金額と、これら複数の識別金
額の各々に対して設定される貸出玉数と、当該貸出玉数の貸与（貸出）によって生じる過
不足金額を負担する負担者とその負担額とを受付ける貸出玉数設定内容受付け処理を実施
し、該貸出玉数設定内容受付け処理によって本発明における設定内容受付け手段が形成さ
れている。
【０１５１】
　また、本実施例３のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記貸出玉数設定内
容受付け処理によって図１８に示す貸出玉数設定画面にて受付けた遊技媒体の単価である
玉単価と、消費税率とを、前記貸出玉数テーブルに記憶する単価情報記憶処理を実施し、
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該単価情報記憶処理によって本発明における単価情報記憶手段が形成されている。
【０１５２】
　また、本実施例３のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記貸出玉数設定内
容受付け処理における図１８に示す貸出玉数設定画面にて受付けられることで、各現金ユ
ニット３５０にて設定されることとなる複数の識別金額と、該複数の識別金額の各々に対
する貸出玉数、並びに負担者とその負担額とを、貸出玉数テーブルに記憶する貸出玉数記
憶処理を実施する。
【０１５３】
　また、本実施例３のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記貸出玉数設定内
容受付け処理によって図１８に示す貸出玉数設定画面にて受付けられて、前記貸出玉数記
憶処理によって貸出玉数テーブルに記憶されている記憶内容、具体的には、各識別金額と
各識別金額に対応する貸出玉数とを貸出玉数設定データとして各現金ユニット３５０に配
信する貸出玉数設定データ配信処理を実施し、該貸出玉数設定データ配信処理によって本
発明における設定内容配信手段が形成されている。
【０１５４】
　また、本実施例３のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記制御ユニット３
８０が実施する貸出不全情報送信処理によって送信される貸出不全情報の受信に基づいて
、該貸出不全情報に含まれる装置ＩＤから特定されるＭＡＣアドレスに対応付けて、該貸
出不全情報に含まれる各情報を記憶するとともに、交換後の現金ユニット３５０の制御ユ
ニット３８０が実施する交換情報送信処理によって送信される交換情報の受信に基づいて
、当該交換情報に含まれる装置ＩＤから特定されるＭＡＣアドレスに対応付けて記憶して
いる未払出玉数を特定し、当該特定した未払出玉数を含み、当該未払出玉数の払出を指示
する払出指示を、該交換情報を送信してきた交換後の現金ユニット３５０に対して送信（
返信）する払出指示送信処理を実施する。
【０１５５】
　以下、本実施例３の遊技用システムにおける処理状況について、図２１並びに図２２に
基づいて説明する。
【０１５６】
　まず、ホールコンピュータ１５０の前記貸出玉数設定内容受付け処理において図１８に
示す貸出玉数設定画面にて受付けた設定内容が、現金ユニット３５０に配信されて設定さ
れる流れを図２２に基づいて説明すると、まず、各現金ユニット３５０に新たな設定内容
を記憶させて設定を実施させたい場合には、ホールコンピュータ１５０において所定操作
を実施することにより表示装置１５７に図１８に示す貸出玉数設定画面を表示させる。
【０１５７】
　この本実施例の貸出玉数設定画面には、図１８に示すように、その上部位置には、１球
のパチンコ玉の貸出に要する玉単価を選択入力するための玉単価選択入力部と、消費税率
を選択入力するための消費税率選択入力部とが設けられているとともに、その下方位置に
は、現金ユニット３５０にて受付け可能な各金種に基づく識別金額（本実施例３では１０
０円、５００円、１０００円の３種）を設定するための識別金額１～５の識別金額選択入
力部と、これら各識別金額選択入力部に対応付けて、当該識別金額選択入力部にて選択入
力された識別金額において貸与（貸出）する貸出玉数を選択入力するための貸出玉数選択
入力部と、当該貸出玉数の貸与（貸出）によって生じる過不足金額を負担する負担者を選
択入力するための負担者選択入力部と、該負担者が負担する負担額を選択入力するための
負担額選択入力部とが設けられていて、これら貸出玉数の選択入力部には、各識別金額に
おいて負担者が負担する負担額ができるだけ少なくなるように貸出玉数を設定すれば良い
。
【０１５８】
　具体的には、例えば１０００円の識別金額であれば、玉単価である４円に該４円に相当
する消費税額である０．２円を加えた４．２円で該１０００円を除した場合には、２３８
．０９…玉となり、少数点未満を切り上げて２３９玉とすると、該２３９玉の貸出では３
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．８円（２３９玉×４．２円－１０００円＝３．８円）を遊技場側が負担する必要が生じ
るのに対し、２３８玉の貸出とすることで、遊技者が０．４円（２３８玉×４．２円－１
０００円＝－０．４円）のみを負担するのみで良くなることから、より負担者の負担が少
なくなる２３８玉を設定するようにすれば良く、同様に、５００円においても、該５００
円を４．２円で除した場合には、１１９.０４…玉となり、少数点未満を切り上げて１２
０玉とすると、該１２０玉の貸出では４円を遊技場側が負担する必要が生じるのに対し、
１１９玉の貸出とすることで、遊技者が０．２円のみを負担するのみで良くなることから
、より負担者の負担が少なくなる１１９玉を設定するようにすれば良く、このようにして
貸出玉数と負担者並びに負担額を選択入力していき、全ての内容を選択入力した後に、貸
出玉数設定画面の下方に設けられている「登録」の選択入力部を選択入力する。尚、本実
施例では、貸出玉数設定画面において玉単価、消費税率を選択入力すると、ホールコンピ
ュータ１５０のＣＰＵ１５２が、これら選択入力された情報に基づいて、上記のような演
算を実施することで、負担額が少なくなるように貸出玉数、負担額が算出されて、貸出玉
数選択入力部、負担者選択入力部並びに負担額選択入力部に自動的に選択入力される。
【０１６１】
　該「登録」の選択入力部の選択入力に基づいてホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５
２は、該貸出玉数設定画面にて入力された各内容を、貸出玉数テーブルの対応する項目に
記憶するとともに、該貸出玉数テーブルの記憶内容の内、各識別金額と各識別金額に対応
する貸出玉数とを貸出玉数設定データとして各現金ユニット３５０に配信する。
【０１６２】
　この貸出玉数設定データの配信に基づいて現金ユニット３５０の制御ユニット３８０は
、受信した貸出玉数設定データをＲＡＭ３８３に更新記憶することで、識別金額並びに、
当該識別金額により貸与処理にて貸与（貸出）するパチンコ玉数（貸出玉数）を設定する
ようになっており、このようにすることで、各現金ユニット３５０毎に各識別金額と各識
別金額に対応する貸出玉数とを入力して設定する手間と労力を大幅に低減できる。
【０１６３】
　尚、このようにしてＲＡＭ３８３に記憶された貸出玉数設定データは、一日に１回、現
金ユニット３５０の起動時において、制御ユニット３８０が自己の装置ＩＤを含む接続確
認情報をホールコンピュータ１５０に送信することで、該接続確認情報を受信したホール
コンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、ユニット別データテーブルにおいて、受信した接
続確認情報に含まれる装置ＩＤに対応する「状況」の項目のデータを、オフラインからオ
ンラインに更新するとともに、その時点において貸出玉数テーブルに記憶されている記憶
内容の内、各識別金額と各識別金額に対応する貸出玉数とを貸出玉数設定データとして、
接続確認情報を送信してきた現金ユニット３５０に対して配信（返信）することにより、
該貸出玉数設定データの配信（返信）に基づいて現金ユニット３５０の制御ユニット３８
０によって、受信した貸出玉数設定データに更新記憶されるようになっており、このよう
にすることで、例えば、何らかの障害により、貸出玉数設定データが壊れている場合や、
不正に改竄されている場合にも、毎日、正しい設定が確実に実施されるようになり、これ
ら貸出玉数設定データの障害による不都合の発生を、未然に防止することができる。
【０１６４】
　このようにして、貸出玉数設定データの更新記憶が完了した現金ユニット３５０に、遊
技者が遊技をするために、現金、例えば５００円硬貨を投入した場合には、図２１に示す
ように、現金ユニット３５０の硬貨識別ユニット３７２により、当該投入された５００円
硬貨が識別されて、該識別結果が制御ユニット３８０に出力されることで、該制御ユニッ
ト３８０は、当該出力されてきた識別結果から識別金額が５００円であると特定し、該特
定した識別金額である５００円を、図２０に示すように、遊技者が確認できるように、所
定時間に亘って金額・未払出玉数表示部３６１に表示する。
【０１６５】
　そして、金額・未払出玉数表示部３６１に表示した該識別金額である５００円に対応す
る貸出玉数を、前記ＲＡＭ３８３に記憶されている貸出玉数設定データから、１１９玉で
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あると特定し、該特定した貸出玉数である１１９玉を金額・未払出玉数表示部３６１に表
示するとともに、該特定した貸出玉数である１１９玉に相当する信号この場合、本実施例
では１１９個のパルス信号）を、球切り払出ユニット３７３に対して出力することで、球
切り払出ユニット３７３においてパチンコ玉の払出が開始される。
【０１６６】
　この球切り払出ユニット３７３におけるパチンコ玉の払出に応じて該球切り払出ユニッ
ト３７３からは、１玉のパチンコ玉の払出毎に１パルスの信号が出力されるようになって
おり、該１パルスの信号が入力されることに基づいて制御ユニット３２８は、該１パルス
の信号の入力毎に１玉毎、金額・未払出玉数表示部３６１に表示されている玉数（未払出
玉数）の表示を減算更新するとともに、該金額・未払出玉数表示部３６１の玉数の表示が
０となったか、或いは所定時間に亘り更新されていないか、つまり、球切り払出ユニット
３７３からの払出に伴う信号の出力が所定時間に亘り出力されていないかを監視する。
【０１６７】
　金額・未払出玉数表示部３６１の玉数（未払出玉数）の表示が０となった場合（実際に
は、ＲＡＭ３８３に記憶している未払出玉数が０となった場合）に制御ユニット３８０は
、不具合なく払出が完了したものと判断して、当該貸与（貸出）に供された識別金額をＲ
ＡＭ３８３に記憶されている売上集計データに加算更新記憶して、その当日の売上を集計
し、更に、該売上となった識別金額である５００円と自己の装置ＩＤとを含む売上情報を
ホールコンピュータ１５０に対して送信する。
【０１６８】
　この売上情報の送信に応じてホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、該受信した
売上情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてユニット別データテーブルに記憶されている本
日売上金額に、該受信した売上となった識別金額である５００円を加算更新する。そして
、当該売上となった識別金額である５００円に対応する貸出玉数と負担者並びに負担額を
、貸出玉数テーブルにおいて該５００円に対応して記憶されている貸出玉数（１１９玉）
と負担者（遊技者）並びに負担額（０．２円）から特定し、当該特定した貸出玉数（１１
９玉）に、貸出玉数テーブルに記憶されている玉単価（４．０円）を乗じた金額である４
７６円に貸出玉数テーブルに記憶されている消費税率（５％）を乗じた金額である２３．
８円を消費税額に加算更新し、該算出した消費税額である２３．８円を５００円から減じ
た４７６．２円を税なし売上に加算更新し、該特定した貸出玉数（１１９玉）に対応する
負担額（０．２円）を、特定した負担者である遊技者に対応する遊技者負担額に加算更新
することでカードユニット別データテーブルを更新する。
【０１６９】
　つまり、売上情報から特定される識別金額に対して前記遊技媒体数記憶手段となる貸出
玉数テーブルに記憶されている遊技媒体数である貸出玉数と、遊技媒体の単価である玉単
価と消費税率とに基づいて、消費税を含まない売上額である税なし売上と、消費税額とを
別々に集計するとともに、前記売上情報から特定される識別金額に対して前記遊技媒体数
記憶手段となる貸出玉数テーブルに記憶されている遊技媒体数である貸出玉数と、遊技媒
体の単価である玉単価と消費税率とに基づいて、遊技場または遊技者の負担となった負担
額であるホール負担額と遊技者負担額とを集計する。尚、本実施例においては、ホール負
担額と遊技者負担額の集計に関して、該集計する識別金額に対応する負担額を該識別金額
に対応して設定されている負担額から算出して集計しているが、これら設定されている負
担額も、玉単価と消費税率と貸出玉数とに基づいて予め算出されて設定されていることか
ら、これらホール負担額と遊技者負担額の集計も、玉単価と消費税率と貸出玉数とに基づ
いて集計すると言える。
【０１７０】
　このようにすることで、ユニット別データテーブルにおいて売上となる本日売上金額が
、各現金ユニット３５０毎に集計されるようになり、各現金ユニット３５０毎の売上並び
に遊技場全体の売上を、ホールコンピュータ１５０にて一元的に把握、管理できるととも
に、各現金ユニット３５０毎並びに遊技場全体の消費税額を含まない売上となる税なし売
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上と消費税額とが別々に集計されるようになり、正確な売上や消費税額を把握できるよう
になるばかりか、ホール負担額並びに遊技者の負担額が個別に集計されることで、遊技場
または遊技者の負担額を把握できるようになり、これらの情報を貸出玉数の設定、例えば
遊技者の負担が大きい場合には、ホール負担額が増えるように貸出玉数の設定を変更した
り、逆にホール負担額が大きい場合には、遊技者負担額が増えるように貸出玉数の設定を
変更する等のように、貸出玉数の設定変更の参考にすることができる。
【０１７１】
　一方、球切り払出ユニット３７３からのパチンコ玉の払出中に、該払出に伴う信号の出
力が所定時間に亘り出力されていない場合には、制御ユニット３８０により、パチンコ玉
の払出において不具合が発生したことが検出され、該制御ユニット３８０は動作ＬＥＤユ
ニット３５１の発光態様をエラー発生の発行態様（赤の点滅点灯）にしてエラーの発生を
報知するとともに、その時点において金額・未払出玉数表示部３６１に表示されているパ
チンコ玉数を未払出玉数として特定し、該特定した未払出玉数と自己の装置ＩＤ、当該貸
出に供された識別金額（５００円）とを含む貸出不全情報をホールコンピュータ１５０に
送信する。
【０１７２】
　この貸出不全情報を受信したホールコンピュータ１５０は、該受信した貸出不全情報に
含まれる装置ＩＤに対応付けてユニット別データテーブルに記憶されているＭＡＣアドレ
スを特定し、該特定したＭＡＣアドレスに対応付けて該受信した貸出不全情報を記憶する
。
【０１７３】
　そして、貸出不全情報を送信した現金ユニット３５０は、前記エラーの発生を報知によ
り係員等により、別の現金ユニット３５０に交換され、該交換される新たな現金ユニット
３５０は、交換前の不具合を生じた現金ユニット３５０が接続されていた接続口と同一の
接続口からＬＡＮに接続されて遊技島に設置され、該設置時において、中止ボタンスイッ
チ３６２を押圧操作した状態にて起動することで、該交換された現金ユニット３５０の制
御ユニット３８０が、交換により設置されたものと判断し、ＬＡＮへの接続口となるＨＵ
Ｂ９’の接続口のＭＡＣアドレス、つまりは交換前のカードユニット３の装置ＩＤに対応
付けてユニット別データテーブルに記憶されているＭＡＣアドレスと同一となるＭＡＣア
ドレスをＨＵＢ９’から取得し、該取得したＭＡＣアドレスと装置ＩＤと交換された旨と
を含む交換情報をホールコンピュータ１５０に送信する。
【０１７４】
　この交換情報を受信したホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、該受信した交換
情報に含まれるＭＡＣアドレスに対応付けて記憶されている貸出不全情報に含まれる装置
ＩＤに対応付けてユニット別データテーブルに記憶されている「状況」をオフラインに更
新し、ＭＡＣアドレスの項目のデータを消去するとともに、該受信した交換情報に含まれ
る装置ＩＤをユニット別データテーブルに追加登録し、該装置ＩＤに対応する設置島並び
に対応台番号に、前記交換された現金ユニット３５０の記憶情報と同一の情報を更新記憶
し、「状況」をオンラインに更新、更に、該装置ＩＤに対応するＭＡＣアドレスの項目に
受信した交換情報に含まれるＭＡＣアドレスを記憶してユニット別データテーブルを更新
する。
【０１７５】
　そして、ホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、該受信した交換情報に含まれる
ＭＡＣアドレスに対応付けて記憶されている貸出不全情報に含まれる未払出玉数から交換
された現金ユニット３５０に対して払出を指示する未払出玉数を特定し、該特定した未払
出玉数を含み、該未払出玉数のパチンコ玉の払出を指示する払出指示を、交換情報の送信
元の現金ユニット３５０に送信する。
【０１７６】
　この払出指示の受信に基づいて制御ユニット３８０は、該受信した払出指示に含まれる
未払出玉数、例えば未払出玉数が５０玉であれば、通常のパチンコ玉の貸与処理と同様に
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、５０玉に相当する信号（パルス）を、球切り払出ユニット３７３に対して出力すること
で、球切り払出ユニット３７３から該未払出玉数である５０玉の払出が開始される。尚、
この未払出玉数の払出においても、払出に応じて球切り払出ユニット３７３から出力され
る１玉毎のパルスを計数（５０玉から減算）して、全ての未払出玉数が払い出されたかを
制御ユニット３８０が監視する。
【０１７７】
　これら未払出玉数の払出が完了した場合に制御ユニット３８０は、自己の装置ＩＤと払
出が完了した旨とを含む未払出玉数貸出完了情報をホールコンピュータ１５０に送信する
ことで、該未払出玉数貸出完了情報を受信したホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２
が、当該受信した未払出玉数貸出完了情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてユニット別デ
ータテーブルに記憶されているＭＡＣアドレスを特定し、該特定したＭＡＣアドレスに対
応付けて記憶している貸出不全情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてユニット別データテ
ーブルに記憶されている本日売上金額に、該貸出不全情報含まれる識別金額である５００
円を加算更新するとともに、当該識別金額である５００円に対応する貸出玉数と負担者並
びに負担額を、貸出玉数テーブルにおいて該識別金額である５００円に対応して記憶され
ている貸出玉数（１１９玉）と負担者（遊技者）並びに負担額（０．２円）を特定し、当
該特定した貸出玉数（１１９玉）に、貸出玉数テーブルに記憶されている玉単価（４．０
円）を乗じた金額である４７６円に貸出玉数テーブルに記憶されている消費税率（５％）
を乗じた金額である２３．８円を消費税額に加算更新し、該算出した消費税額である２３
．８円を５００円から減じた４７６．２円を税なし売上に加算更新し、該特定した貸出玉
数（１１９玉）に対応する負担額（０．２円）を、特定した負担者である遊技者に対応す
る遊技者負担額に加算更新することでユニット別データテーブルを更新した後、該ＭＡＣ
アドレスに対応付けて記憶している貸出不全情報を消去する。
【０１７８】
　このようにしてユニット別データテーブルにて集計された各現金ユニット３５０におけ
る売上となる本日売上金額は、予め設定されている所定時間毎、例えば２時間毎に、ホー
ルコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２により特定され、該本日売上金額を含む照合要求が
各現金ユニット３５０に対して送信される。尚、本実施例３では、照合要求の送信タイミ
ングを２時間毎としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらの送信タ
イミングを、営業終了後に１回のみ実施するようにしても良く、これら照合要求の送信タ
イミングは、遊技場に設置されている現金ユニット３５０の台数等から適宜に選択すれば
良い。
【０１７９】
　この照合要求の受信に応じて制御ユニット３８０は、該受信した照合要求に含まれる本
日使用度数と、ＲＡＭ３８３に記憶している売上集計データにて集計されているその当日
における売上金額とを比較照合し、該照合した結果（一致、または不一致）と装置ＩＤと
を含む照合結果をホールコンピュータ１５０に返信する。
【０１８０】
　この照合結果の受信に基づいてホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、照合結果
が不一致の内容を含むものであれば、新規の貸出を不能化する旨の不能化指示を、該不一
致の内容を含む照合結果の送信元の現金ユニット３５０に返信することで、該不能化指示
を受信した制御ユニット３８０は、新たな貨幣の受付けを不可とすることで、新たな貸与
処理を不能化するようにしており、このようにすることで、ホールコンピュータ１５０に
て管理されている売上と、現金ユニット３５０にて集計して記憶されている売上とが照合
されることで、売上の信頼性を確保でき、しかも、現金ユニット３５０における度数の使
用毎や貨幣の受付け毎にこれらの照合が実施されないので、パチンコ玉の貸出に要する時
間も短縮できる。
【０１８１】
　以上、本実施例３によれば、消費税の徴収を実施する場合のパチンコ玉の貸出において
、複数の識別金額の各々に対して、遊技場の負担或いは遊技者の負担を低減できる貸出玉
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数を設定できるので、１００円の単位に対して一義的に貸出玉数を例えば２４玉とした場
合に比較して、例えば５００円の貸出であれば、該２４玉の５倍の１２０玉を貸し出す場
合には、遊技場側の負担が４円にもなるのに対し、本実施例３では、５００円に対して貸
し出す貸出玉数を１１９玉とすることで、遊技者が０．２円を負担するのみで良く、よっ
て遊技場の負担或いは遊技者の負担を低減することができるばかりか、管理装置であるホ
ールコンピュータ１５０において、消費税額を含まない売上額となる税なし売上と消費税
額とが別々に集計されるので、遊技場が正確な売上や消費税額を把握でき、正確な消費税
の申告が可能となる。
【０１８２】
　さらに、遊技者或いは遊技場が一律に負担をする場合、例えば一律に遊技者負担とした
場合で、１００円で２３玉を貸与する設定において、従来では５００円で１１５玉の貸与
となり、１１５玉×４．２円－５００円＝１７円で１７円を遊技者が負担するのに対し、
５００円に対して１１９玉を設定することで、１１９玉×４．２円－５００円＝０．２円
が遊技者の負担となり、遊技者の負担を低減でき、逆に一律に遊技場負担とした場合で、
１００円で２４玉を貸与する設定において、従来では１０００円で２４０玉の貸与となり
、２４０玉×４．２円－１０００円＝－８円で８円を遊技場が負担するのに対し、１００
０円に対して２３９玉を設定することで、２３９玉×４．２円－５００円＝－３．８円が
遊技場の負担となり、遊技場の負担を低減できる。
【実施例４】
【０１８３】
　本実施例４の遊技用装置並びに該遊技用装置を含む遊技用システムの特徴としては、前
記実施例３の遊技用システムにおいては、予め現金ユニット３５０における識別金額にお
いて貸与（貸出）する貸出玉数をホールコンピュータ１５０にて入力することで、各現金
ユニット３５０に配信されて制御ユニット３８０のＲＡＭ３８３内に記憶されることで設
定されるようになっているのに対し、本実施例４では、貸出玉数ではなく、玉単価と消費
税率と、１玉未満の玉数の処理内容（四捨五入や、切り捨て、切り上げ）である小数点未
満玉数の情報をホールコンピュータ１５０にて入力して、各現金ユニット３５０に配信し
て設定し、これらの玉単価と消費税率と、１玉未満の玉数の処理内容とに基づいて、各識
別金額において貸与（貸出）する貸出玉数を現金ユニット３５０の制御ユニット３８０が
算出する点であり、その他のシステム構成等は、前記実施例３の遊技用システムと同一で
あることから、同一である部分の説明は省略するものとし、前記実施例３からの変更点と
なる本実施例４の特徴部分について、図２３～図２５に基づいて以下に説明する。
【０１８４】
　まず、本実施例４の遊技用システムに用いた現金ユニット３５０は、構成は前記実施例
３の現金ユニット３５０と同一とされているが、その処理内容として本実施例４の制御ユ
ニット３８０は、本実施例４のホールコンピュータ１５０から送信される消費税率を含む
貸出玉数データの受信に基づいて、該受信した貸出玉数データをＲＡＭ３８３に更新記憶
することで設定する貸出玉数データ記憶処理を実施し、該貸出玉数データ記憶処理によっ
て本発明における設定手段が形成されている。
【０１８５】
　また、本実施例４の制御ユニット３８０は、前記貸出玉数データにて設定されている、
後述する図２３に示す貸出玉数設定画面にて受付けられた消費税率と、玉単価と、小数点
未満玉数の内容とに基づいて、受付けた貨幣の識別金額により貸与処理において貸与（貸
出）すべきパチンコ玉数である貸出玉数を算出する算出処理を実施し、該算出処理によっ
て本発明の算出手段が形成されている。
【０１８６】
　また、本実施例４の制御ユニット３８０は、前記貸与処理において前記算出処理によっ
て算出された貸出玉数に相当する信号（パルス）を、球切り払出ユニット３７３に対して
出力することで、該算出された貸出玉数のパチンコ玉を球切り払出ユニット３７３から払
い出して貸与（貸出）する。
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【０１８７】
　また、本実施例４の遊技用システムに用いたホールコンピュータ１５０は、構成は前記
実施例３のホールコンピュータ１５０と同一とされているが、前記実施例３における図１
９（ａ）の貸出玉数テーブルに代えて、図２４に示すように、図２３に示す本実施例４に
おける貸出玉数設定画面にて入力される各種の情報を記憶するために、玉単価が記憶され
る玉単価の項目と、消費税率が記憶される消費税率の項目と、当該玉単価と消費税率とか
ら算出される各識別金額に対応する貸出玉数の１玉未満の玉数の処理内容、具体的には四
捨五入や、切り捨て、切り上げの内容が記憶される小数点未満玉数の項目とともに、図２
３に示す貸出玉数設定画面にて受付けた各識別金額に対応付けて、該貸出玉数設定画面に
て受付けた玉単価と消費税率とから算出される各識別金額に対応する貸出玉数と、当該貸
出玉数を貸与した場合に生じる過不足金額を負担する負担者、具体的には遊技場（ホール
）または遊技者のいずれかと、その負担額とが記憶されている。尚、貸出玉数としては、
具体的には、玉単価として４．０円が、消費税率として５％が、小数点未満玉数の内容と
して四捨五入が設定されている場合には、玉単価である４．０円に、該玉単価である４．
０円に消費税率である５％を乗じた消費税額である０．２円を加えた４．２円にて、各識
別金額である１００円、５００円、１０００円を除した２３．８０…、１１９.０４…、
２３８．０９…の小数点未満玉数を四捨五入することで、識別金額１００円に対する貸出
玉数は２４玉、識別金額５００円に対する貸出玉数は１１９玉、識別金額１０００円に対
する貸出玉数は２３８玉であると算出して、各識別金額の貸出玉数として記憶し、これら
貸出玉数は、後述する制御ユニット３８０が実施する算出処理にて算出される各識別金額
の貸出玉数と同一とされている。
【０１８８】
　また、本実施例４のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、所定の操作に基づい
て、表示装置１５７に、図２３に示す貸出玉数設定画面を表示して、遊技媒体であるパチ
ンコ玉の単価である玉単価と、消費税率と、当該玉単価と消費税率とから算出される各識
別金額に対応する貸出玉数の１玉未満の玉数の処理内容、具体的には四捨五入や、切り捨
て、切り上げの内容である小数点未満玉数とともに、複数の識別金額と、これら複数の識
別金額の各々に対して、前記玉単価と消費税率と小数点未満玉数の内容とから算出される
各識別金額に対応する貸出玉数の貸出によって生じる過不足金額を負担する負担者とその
負担額とを受付ける貸出玉数設定内容受付け処理を実施し、該貸出玉数設定内容受付け処
理によって本発明における消費税率受付け手段が形成されている。
【０１８９】
　また、本実施例４のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記貸出玉数設定内
容受付け処理によって図２３に示す貸出玉数設定画面にて受付けた遊技媒体の単価である
玉単価と、消費税率とを、前記貸出玉数テーブルに記憶する単価情報記憶処理を実施し、
該単価情報記憶処理によって本発明における単価情報記憶手段が形成されている。
【０１９０】
　また、本実施例４のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記貸出玉数設定内
容受付け処理によって図２３に示す貸出玉数設定画面にて受付けることで、各現金ユニッ
ト３５０にて設定されることとなる消費税率と、玉単価と、小数点未満玉数の内容とから
算出される識別金額の各々に対する貸出玉数、並びに該貸出玉数設定画面にて受付けた識
別金額の各々に対する負担者とその負担額とを、貸出玉数テーブルに記憶する貸出玉数記
憶処理を実施する。
【０１９１】
　また、本実施例のホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、前記貸出玉数設定内容
受付け処理において図２３に示す貸出玉数設定画面にて受付けられて、前記単価情報記憶
処理並びに貸出玉数記憶処理によって貸出玉数テーブルに記憶されている記憶内容、具体
的には、消費税率と、玉単価と、小数点未満玉数の内容と、各識別金額とを貸出玉数デー
タとして各現金ユニット３５０に配信する貸出玉数設定データ配信処理を実施し、該貸出
玉数設定データ配信処理によって本発明における消費税率配信手段が形成されている。
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【０１９２】
　以下、本実施例４の遊技用システムにおける処理状況として、まず、ホールコンピュー
タ１５０の前記貸出玉数設定内容受付け処理において図２３に示す貸出玉数設定画面にて
受付けた設定内容が各現金ユニット３５０に配信されて設定される流れについて簡潔に説
明すると、これらの処理の状況は、ほぼ実施例３の遊技用システムにおける図２２の処理
内容と同様とされており、各現金ユニット３５０に新たな設定内容を記憶させて設定を実
施させたい場合には、ホールコンピュータ１５０において所定操作を実施することにより
表示装置１５７に図２３に示す貸出玉数設定画面を表示させる。
【０１９３】
　この本実施例の貸出玉数設定画面には、図２３に示すように、その上部位置には、１球
のパチンコ玉の貸出に要する玉単価を選択入力するための玉単価選択入力部と、消費税率
を選択入力するための消費税率選択入力部と、当該玉単価と消費税率とから算出される各
識別金額に対応する貸出玉数の１玉未満の玉数の処理内容、具体的には四捨五入や、切り
捨て、切り上げの内容を選択入力するための小数点未満玉数選択入力部とが設けられてい
るとともに、その下方位置には、現金ユニット３５０にて識別される各識別金額（本実施
例４では最大で５つ）を設定するための識別金額１～５の識別金額選択入力部と、これら
各識別金額選択入力部に対応付けて、これら複数の識別金額の各々に対して、前記玉単価
選択入力部並びに消費税率選択入力部と小数点未満玉数選択入力部にて選択入力された玉
単価と消費税率と小数点未満玉数の内容とから算出される各識別金額に対応する貸出玉数
の貸出によって生じる過不足金額を負担する負担者を選択入力するための負担者選択入力
部と、該負担者が負担する負担額を選択入力するための負担額選択入力部とが設けられて
いて、全ての内容を選択入力した後に、貸出玉数設定画面の下方に設けられている「登録
」の選択入力部を選択入力する。
【０１９４】
　該「登録」の選択入力部を選択入力に基づいてホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５
２は、該貸出玉数設定画面にて入力された各内容を、貸出玉数テーブルの対応する項目に
記憶するとともに、該貸出玉数テーブルの記憶内容の内、玉単価と消費税率と小数点未満
玉数と各識別金額とを貸出玉数データとして各現金ユニット３５０に配信する。
【０１９５】
　この貸出玉数データの配信に基づいて現金ユニット３５０の制御ユニット３８０は、受
信した貸出玉数データをＲＡＭ３８３に更新記憶することで、識別金額並びに消費税率を
設定するようになっており、このようにすることで、各現金ユニット３５０毎に各識別金
額と消費税率を設定する手間と労力を大幅に低減できる。
【０１９６】
　また、これらＲＡＭ３８３に記憶されている貸出玉数データは、前記実施例３の場合と
同様に、一日に１回、現金ユニット３５０の起動時において、ホールコンピュータ１５０
から配信される貸出玉数データに更新されることで、例えば、何らかの障害により、貸出
玉数データが壊れている場合や、不正に改竄されている場合にも、毎日、正しい設定が確
実に実施されるようになり、これら貸出玉数データの障害による不都合の発生を、未然に
防止することができる。
【０１９７】
　このようにして、貸出玉数データの更新記憶が完了した現金ユニット３５０に、遊技者
が遊技をするために、現金、例えば５００円硬貨を投入した場合には、図２５に示すよう
に、現金ユニット３５０の硬貨識別ユニット３７２により、当該投入された５００円硬貨
が識別されて、該識別結果が制御ユニット３８０に出力されることで、該制御ユニット３
８０は、当該出力されてきた識別結果から識別金額が５００円であると特定し、該特定し
た識別金額である５００円を、図２０に示すように、遊技者が確認できるように、所定時
間に亘って金額・未払出玉数表示部３６１に表示する。
【０１９８】
　そして、金額・未払出玉数表示部３６１に表示した該識別金額である５００円に対応す
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る貸出玉数を、前記ＲＡＭ３８３に記憶されている貸出玉数設定データに含まれる消費税
率と、玉単価と、小数点未満玉数の内容とに基づいて、貸与処理において貸与すべきパチ
ンコ玉数である貸出玉数を算出する。具体的には、例えば識別金額が５００円であって、
図２３に示すように、玉単価として４．０円が、消費税率として５％が、小数点未満玉数
の内容として四捨五入が設定されている場合には、玉単価である４．０円に、該玉単価で
ある４．０円に消費税率である５％を乗じた消費税額である０．２円を加えた４．２円に
て、識別金額である５００円を除した１１９.０４…玉の小数点未満玉数を四捨五入する
ことで、貸出玉数は１１９玉であると算出し、該算出した貸出玉数である１１９玉を金額
・未払出玉数表示部３６１に表示するとともに、該特定した貸出玉数である１１９玉に相
当する信号（パルス）を、球切り払出ユニット３７３に対して出力することで、球切り払
出ユニット３７３においてパチンコ玉の払出が開始され、前記実施例３と同様に、球切り
払出ユニット３７３から１玉のパチンコ玉の払出毎に出力される１パルスの信号に基づい
て金額・未払出玉数表示部３６１の玉数の表示１玉毎に減算更新するとともに、該金額・
未払出玉数表示部３６１の玉数の表示が０となったか、或いは所定時間に亘り更新されて
いないか、つまり、球切り払出ユニット３７３からの払出に伴う信号の出力が所定時間に
亘り出力されていないかを監視する。
【０１９９】
　そして、金額・未払出玉数表示部３６１の玉数の表示が０となった場合に制御ユニット
３８０は、不具合なく払出が完了したものと判断して、当該貸与（貸出）に供された識別
金額をＲＡＭ３８３に記憶されている売上集計データに加算更新記憶して、その当日の売
上を集計し、更に、該売上となった識別金額である５００円と自己の装置ＩＤとを含む売
上情報をホールコンピュータ１５０に対して送信する。
【０２００】
　この売上情報の送信に応じてホールコンピュータ１５０のＣＰＵ１５２は、該受信した
売上情報に含まれる装置ＩＤに対応付けてユニット別データテーブルに記憶されている本
日売上金額に、該受信した売上となった識別金額である５００円を加算更新する。そして
、当該売上となった識別金額である５００円に対応する貸出玉数と負担者並びに負担額を
、貸出玉数テーブルにおいて該５００円に対応して記憶されている貸出玉数（１１９玉）
と負担者（遊技者）並びに負担額（０．２円）から特定し、当該特定した貸出玉数（１１
９玉）に、貸出玉数テーブルに記憶されている玉単価（４．０円）を乗じた金額である４
７６円に貸出玉数テーブルに記憶されている消費税率（５％）を乗じた金額である２３．
８円を消費税額に加算更新し、該算出した消費税額である２３．８円を５００円から減じ
た４７６．２円を税なし売上に加算更新し、該特定した貸出玉数（１１９玉）に対応する
負担額（０．２円）を、特定した負担者である遊技者に対応する遊技者負担額に加算更新
することでユニット別データテーブルを更新する。
【０２０１】
　尚、本実施例では、ホールコンピュータ１５０の図２４に示す貸出玉数テーブルにおい
て、貸出玉数、負担者、負担額を予め算出して記憶するようにしているが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、ホールコンピュータ１５０においては、玉単価、消費税率、
小数点未満玉数のデータのみを記憶しておき、これら玉単価、消費税率、小数点未満玉数
のデータに基づいて、売上情報にの受信に応じ、該売上情報にに含まれる識別金額に相当
する貸出玉数、負担者、負担額を算出するとともに、これら算出した貸出玉数、負担者、
負担額を用いて税なし売上に加算する金額や、消費税額や遊技場（ホール）または遊技者
の負担額に加算する金額を算出して集計するようにしても良い。
【０２０２】
　一方、球切り払出ユニット３７３からのパチンコ玉の払出中に、該払出に伴う信号の出
力が所定時間に亘り出力されていない場合には、制御ユニット３８０により不具合の発生
が検出されることで、前記実施例３と同様に、該制御ユニット３８０は動作ＬＥＤユニッ
ト３５１の発光態様にてエラーの発生を報知するとともに、貸出不全情報をホールコンピ
ュータ１５０に送信することで、ホールコンピュータ１５０において該貸出不全情報が当
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該貸出不全情報を送信した現金ユニット３５０の装置ＩＤに対応してユニット別データテ
ーブルに記憶されているＭＡＣアドレスに対応付けて記憶され、該不具合を生じた現金ユ
ニット３５０に代えて設置された交換後の現金ユニット３５０から、前記実施例３と同様
に交換情報がホールコンピュータ１５０に送信されることで、該ホールコンピュータ１５
０から払出指示が当該交換後の現金ユニット３５０に送信されることで、未払出玉数が確
実に払い出されるようになっている。
【０２０３】
　以上、本実施例４によれば、消費税の徴収を実施する場合のパチンコ玉の貸出において
、設定されている消費税率や、玉単価、小数点未満玉数の内容とに基づいて、複数の各識
別金額にて貸与する貸出玉数が算出されるようになり、１００円の単位に対して一義的に
貸出玉数を例えば２４玉とした場合に比較して、５００円の貸出であれば、該２４玉の５
倍の１２０玉を貸し出す場合には、遊技場側の負担が４円にもなるのに対し、本実施例４
では、５００円に対して貸し出す貸出玉数が１１９玉として算出されるようになるので、
遊技者が０．２円を負担するのみで良く、よって遊技場の負担或いは遊技者の負担を低減
することができるばかりか、管理装置であるホールコンピュータ１５０において、消費税
額を含まない売上額となる税なし売上と消費税額とが別々に集計されるので、遊技場が正
確な売上や消費税額を把握でき、正確な消費税の申告が可能となる。
【０２０４】
　さらに、遊技者或いは遊技場が一律に負担をする場合、例えば一律に遊技者負担とした
場合で、１００円で２３玉を貸与する設定において、従来では５００円で１１５玉の貸与
となり、１１５玉×４．２円－５００円＝１７円で１７円を遊技者が負担するのに対し、
５００円に対して１１９玉を算出することで、１１９玉×４．２円－５００円＝０．２円
が遊技者の負担となり、遊技者の負担を低減でき、逆に一律に遊技場負担とした場合で、
１００円で２４玉を貸与する設定において、従来では１０００円で２４０玉の貸与となり
、２４０玉×４．２円－１０００円＝－８円で８円を遊技場が負担するのに対し、１００
０円に対して２３９玉を算出することで、２３９玉×４．２円－５００円＝－３．８円が
遊技場の負担となり、遊技場の負担を低減できる。
【０２０５】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【０２０６】
　例えば、前記各実施例では、貸出玉数や消費税率の設定を、管理装置であるシステムコ
ントローラ１００やホールコンピュータ１５０から実施するようにしているが、本発明は
これに限定されるものではなく、これらの設定を各カードユニット３や現金ユニット３５
０に、例えば、図２６に示すようなロータリースイッチを設けて、各単位度数に対応する
貸出玉数を、１００の位、１０の位、１の位に対応するロータリースイッチを対応する貸
出玉数の数値に設定することで、個々に設定するようにしても良いし、更には、これらの
各単位度数に対応する貸出玉数や消費税率の設定を、例えばカードユニット３が比較的大
きな表示パネルを備えるような場合においては、前記システムコントローラ１００やホー
ルコンピュータ１５０に表示される貸出玉数設定画面と同様の設定画面を表示させて設定
できるようにしても良い。
【０２０７】
　また、前記実施例１と実施例２では、パチンコ玉の貸出を対応するパチンコ機２から実
施するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらのパチンコ玉
の貸出を実施例３の現金ユニット３５０のように、カードユニット３にて払い出して対応
するパチンコ機２に供給するようにしても良い。
【０２０８】
　また、前記実施例３並びに実施例４では、現金ユニット３５０から対応するパチンコ機
２’にパチンコ玉を供給するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく
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、これらパチンコ玉を、実施例１や実施例２のように、対応するパチンコ機２に払出指示
を出力して該パチンコ機２から払い出す（貸与）するようにしても良い。
【０２０９】
　また、前記各実施例では、貸出玉数の払出に基づいて発生する玉単価と該玉単価に対応
する消費税額との合計額未満の過不足金額を遊技場または遊技者が必ず負担するようにし
ているが、本発明はこれに限定されるものではなく、該過不足金額をプリペイドカードに
記録しておき、これら過不足金額が所定額、例えば１円や１０円以上となった場合に、精
算装置２２等において精算できるようにしても良い。
【０２１０】
　また、前記各実施例では、管理装置であるシステムコントローラ１００やホールコンピ
ュータ１５０と、遊技用装置であるカードユニット３や現金ユニット３５０とをＬＡＮに
て接続していることから、交換に伴う新旧のカードユニット３や現金ユニット３５０の特
定や、装着された位置の特定等にＭＡＣアドレスを使用しているが、本発明はこれに限定
されるものではなく、これらシステムコントローラ１００やホールコンピュータ１５０と
、遊技用装置であるカードユニット３や現金ユニット３５０との接続を、複数の通信ポー
トを階層的に設けて１対多数の通信を実施するような場合には、これら通信ポートに固有
に割り当てられた通信ポートＩＤにて管理するようにしても良く、これら交換に伴う新旧
のカードユニット３や現金ユニット３５０の特定に用いる情報は、遊技用システムの接続
形態や通信方式等により適宜に選択すれば良い。
【０２１１】
　また、前記実施例１や実施例２では、貸出ボタンと貸出単位変更ボタン３０６とを個別
に設けるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、１００円
（１度数）の貸出ボタンや、３００円（３度数）の貸出ボタン…等を設けることで、これ
ら貸出ボタンと貸出単位変更ボタン３０６とを一体としても良い。
【０２１２】
　また、前記実施例２や実施例４では、玉単価と小数点未満玉数の処理内容を選択設定で
きるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら玉単価と小数点
未満玉数の処理内容を一律に定めたものとしても良く、この場合には、システムコントロ
ーラ１００とカードユニット３の双方に、或いはホールコンピュータ１５０と現金ユニッ
ト３５０の双方に、これら一律に設定された玉単価と小数点未満玉数の処理内容を記憶し
て設定しておけば、これら玉単価と小数点未満玉数の処理内容をカードユニット３や現金
ユニット３５０に配信しなくても良い。
【０２１３】
　また、前記実施例１や実施例２では、貸出単位度数を、システムコントローラ１００に
おいて個々に選択設定できるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、これら貸出単位度数を一律に定めたものとして、個々に選択設定できないものとしても
良く、この場合には、システムコントローラ１００とカードユニット３の双方にこれら一
律に設定された貸出単位度数を記憶して設定しておけば、これら貸出単位度数をカードユ
ニット３に配信しなくても良い。
【０２１４】
　前記実施例における各要素は、本発明に対して以下のように対応している。
【０２１５】
　本発明の請求項１は、遊技機（パチンコ機２）に対応して設けられ、遊技媒体（パチン
コ玉）の貸与（貸出）に使用される遊技用価値（度数）の大きさを特定可能な遊技用価値
情報（度数、カードＩＤ）が記録された遊技用記録媒体（プリペイドカード）の該遊技用
価値情報から特定される遊技用価値を使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う
貸与処理手段（制御ユニット３２８；貸与処理）を備える遊技用装置（カードユニット３
）であって、１回の前記貸与処理において使用される遊技用価値の大きさである単位遊技
用価値（単位度数）の大きさを、予め設定されている複数の単位遊技用価値の大きさ（１
度数、３度数、５度数、１０度数）のうちから選択するための選択操作を遊技者より受付



(44) JP 4636588 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

ける単位遊技用価値選択手段（制御ユニット３２８；単位度数受付け処理）と、前記遊技
媒体の貸与単価と消費税率と前記単位遊技用価値選択手段において選択可能とする各単位
遊技用価値の大きさを受付ける設定内容受付け手段と、前記受付け手段にて受付けた各単
位遊技用価値の大きさについて、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた金額を該貸与単価
に加算した税込み貸与単価にて、各単位遊技用価値の大きさが相当する金額を除すること
で得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数の
それぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該単位遊技用価値の大きさが相当する
金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場の負担額が、より少ない負担額と
なる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを、該単位遊技用価値の大きさに対
応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、前記受付け手段にて受付けた各単位遊
技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された各単位遊技用価値の大きさに対応する
前記貸出遊技媒体数（貸出玉数）を設定する設定手段（制御ユニット３２８；単位度数設
定データ記憶処理）と、を備え、前記貸与処理手段は、前記単位遊技用価値選択手段にて
遊技者により選択されている単位遊技用価値の大きさに対して前記設定手段において設定
されている数の貸出遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う。
【０２１６】
　本発明の請求項２は、遊技機（パチンコ機２’）に対応して設けられ、貨幣を受付けて
、該受付けた貨幣の真贋と貨幣種別とを識別する貨幣識別手段（紙幣識別ユニット３７１
、硬貨識別ユニット３７２）と、該貨幣識別手段にて貨幣を受付けたときに、該貨幣識別
手段にて識別された識別金額を使用して遊技媒体（パチンコ玉）を貸与するための貸与処
理を行う貸与処理手段（制御ユニット３８０；貸与処理）と、を備える遊技用装置（現金
ユニット３５０）であって、前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記貸出処理に使用可
能とする各識別金額とを受付ける設定内容受付け手段と、前記受付け手段にて受付けた各
識別金額について、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた金額を該貸与単価に加算した税
込み貸与単価にて、各識別金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上
げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額
と、当該識別金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場の負担額が、より少
ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを、該識別金額に対応
する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、前記受付け手段にて受付けた各識別金額
と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対応する前記貸出遊技媒体数（貸出玉数）
を設定する設定手段（制御ユニット３８０；貸出玉数設定データ記憶処理）と、を備え、
前記貸与処理手段は、前記貨幣識別手段に受付けた貨幣の識別金額に基づいて、当該識別
金額に対して前記設定手段において設定されている数の遊技媒体を貸与するための貸与処
理を行う。
【０２１９】
　本発明の請求項３は、前記貸与処理において貸与した貸出遊技媒体数（パチンコ玉数）
を計数するための計数手段（制御ユニット３２８，３８０；払出玉数計数処理）と、前記
貸与処理中における不具合の発生を検出する検出手段（制御ユニット３２８，３８０；；
不具合検出処理）と、該検出手段により不具合の発生が検出されたときに、前記計数手段
により計数した貸与した貸出遊技媒体数と当該貸与処理において貸与されるべき貸出遊技
媒体数（貸出玉数）とから未貸与の遊技媒体数を特定し、該特定した未貸与の遊技媒体数
を表示する未貸与数表示手段（制御ユニット３２８、制御ユニット３８０；払出玉数計数
処理）と、を備える。
【０２２０】
　本発明の請求項４は、前記貸与処理に供される前記単位遊技用価値（単位度数）の大き
さまたは前記識別金額を特定可能な売上情報（貸出完了情報、売上情報）を、各遊技用装
置（カードユニット３，現金ユニット３５０）における売上を管理する管理装置（システ
ムコントローラ１００、ホールコンピュータ１５０）に送信する売上情報送信手段（制御
ユニット３２８；貸出完了情報送信処理、制御ユニット３８０；売上情報送信処理）と、
前記貸与処理に供される前記単位遊技用価値の大きさまたは前記識別金額を売上として集



(45) JP 4636588 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

計して記憶する売上集計記憶手段（制御ユニット３２８；使用度数集計記憶処理、制御ユ
ニット３８０；売上集計記憶処理）と、前記売上情報送信手段から送信される売上情報に
基づいて前記管理装置にて管理されている当該遊技用装置の売上を、該管理装置から受信
することに応じて、該受信した売上と、前記売上集計記憶手段に記憶されている売上とを
比較照合し、当該照合結果を該管理装置に送信する照合処理手段（制御ユニット３２８、
制御ユニット３８０；照合処理）と、を備える。
　本発明の請求項５は、前記算出手段にて算出された各貸出遊技媒体数について、負担額
並びに負担者を各単位遊技用価値の大きさ毎または各識別金額毎に表示する表示手段を備
える。
【０２２１】
　本発明の請求項６は、遊技機（パチンコ機２）に対応して設けられ、遊技媒体（パチン
コ玉）の貸与（貸出）に使用される遊技用価値（度数）の大きさを特定可能な遊技用価値
情報（度数、カードＩＤ）が記録された遊技用記録媒体（プリペイドカード）の該遊技用
価値情報から特定される遊技用価値を使用して遊技媒体を貸与するための貸与処理を行う
貸与処理手段（制御ユニット３２８；貸与処理）を備える遊技用装置（カードユニット３
）と、複数の前記遊技用装置に接続され、各遊技用装置における前記貸与処理に供された
遊技用価値の大きさを管理する管理装置（システムコントローラ１００）と、から成る遊
技用システムであって、前記遊技用装置は、１回の前記貸与処理において使用される遊技
用価値の大きさである単位遊技用価値（単位度数）の大きさを、予め設定されている複数
の単位遊技用価値の大きさ（１度数、３度数、５度数、１０度数）のうちから選択するた
めの選択操作を遊技者より受付ける単位遊技用価値選択手段（制御ユニット３２８；単位
度数受付け処理）と、該単位遊技用価値選択手段により選択ができる複数の単位遊技用価
値の大きさと、該単位遊技用価値の大きさの各々に対して、前記貸与処理において貸与さ
れる遊技媒体数（貸出玉数）を設定する設定手段（制御ユニット３２８；単位度数設定デ
ータ記憶処理）と、を備え、前記貸与処理手段は、前記単位遊技用価値選択手段にて遊技
者により選択されている単位遊技用価値の大きさに対して前記設定手段において設定され
ている数の遊技媒体を貸与するための貸与処理を行い、前記遊技用装置は、該貸与処理に
供される単位遊技用価値の大きさを特定可能な売上情報（貸出完了情報）を前記管理装置
に送信する売上情報送信手段（制御ユニット３２８；貸出完了情報送信処理）を備え、前
記管理装置は、前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記単位遊技用価値選択手段におい
て選択可能とする各単位遊技用価値の大きさを受付ける設定内容受付け手段と、前記受付
け手段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさについて、前記貸与単価に前記消費税率を
乗じた金額を該貸与単価に加算した税込み貸与単価にて、各単位遊技用価値の大きさが相
当する金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰上げ玉数と小数点以下
を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金額と、当該単位遊技用
価値の大きさが相当する金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場の負担額
が、より少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを、該単位
遊技用価値の大きさに対応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、
前記受付け手段にて受付けた遊技媒体の貸与単価（玉単価）および消費税率を特定可能な
情報を記憶する単価情報記憶手段（ＣＰＵ１１３；単価情報記憶処理）と、前記受付け手
段にて受付けた各単位遊技用価値の大きさと、前記算出手段にて算出された各単位遊技用
価値の大きさに対応する前記貸出遊技媒体数（貸出玉数）を記憶する遊技媒体数記憶手段
（ＣＰＵ１１３；貸出玉数記憶処理）と、前記受付け手段にて受付けた各単位遊技用価値
の大きさと、前記算出手段にて算出された各単位遊技用価値の大きさに対応する前記貸出
遊技媒体数とを前記遊技用装置に配信する設定内容配信手段と、を備え、前記売上情報送
信手段から送信される売上情報から特定される単位遊技用価値の大きさに対して前記遊技
媒体数記憶手段に記憶されている貸出遊技媒体数と、前記単価情報記憶手段に記憶されて
いる遊技媒体の単価および消費税率を特定可能な情報とに基づいて、消費税を含まない売
上額（税なし売上）と、消費税額とを別々に集計し、前記設定手段は、前記設定内容配信
手段から配信されてくる各単位遊技用価値の大きさと、各単位遊技用価値の大きさに対応
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する前記貸出遊技媒体数を設定する。
【０２２２】
　本発明の請求項７は、遊技機（パチンコ機２’）に対応して設けられ、貨幣を受付けて
、該受付けた貨幣の真贋と貨幣種別とを識別する貨幣識別手段（紙幣識別ユニット３７１
、硬貨識別ユニット３７２）と、該貨幣識別手段にて貨幣を受付けたときに、該貨幣識別
手段にて識別された識別金額を使用して遊技媒体（パチンコ玉）を貸与するための貸与処
理を行う貸与処理手段（制御ユニット３８０；貸与処理）と、を備える遊技用装置（現金
ユニット３５０）と、複数の前記遊技用装置に接続され、各遊技用装置における前記貸与
処理に供された識別金額を管理する管理装置（ホールコンピュータ１５０）と、から成る
遊技用システムであって、前記遊技用装置は、前記貨幣識別手段にて識別される複数の識
別金額と、該識別金額の各々に対して、前記貸与処理において貸与される貸出遊技媒体数
（貸出玉数）を設定する設定手段（制御ユニット３８０；貸出玉数設定データ記憶処理）
を備え、前記貸与処理手段は、前記貨幣識別手段に受付けた貨幣の識別金額に基づいて、
当該識別金額に対して前記設定手段において設定されている数の遊技媒体を貸与するため
の貸与処理を行い、前記遊技用装置は、該貸与処理に供される識別金額を特定可能な売上
情報を前記管理装置に送信する売上情報送信手段（制御ユニット３８０；売上情報送信処
理）を備え、前記管理装置は、前記遊技媒体の貸与単価と消費税率と前記貸出処理に使用
可能とする各識別金額とを受付ける設定内容受付け手段と、前記受付け手段にて受付けた
各識別金額について、前記貸与単価に前記消費税率を乗じた金額を該貸与単価に加算した
税込み貸与単価にて、各識別金額を除することで得られる値の小数点以下を繰り上げた繰
上げ玉数と小数点以下を切捨てた切捨て玉数のそれぞれに前記税込み貸与単価を乗じた金
額と、当該識別金額との差額に基づいて特定される遊技者或いは遊技場の負担額が、より
少ない負担額となる前記繰上げ玉数または前記切捨て玉数のいずれかを、該識別金額に対
応する貸出遊技媒体数として算出する算出手段と、前記受付け手段にて受付けた遊技媒体
の貸与単価（玉単価）および消費税率を特定可能な情報を記憶する単価情報記憶手段（Ｃ
ＰＵ１５２；単価情報記憶処理）と、前記受付け手段にて受付けた各識別金額と、前記算
出手段にて算出された各識別金額に対応する前記貸出遊技媒体数（貸出玉数）を記憶する
遊技媒体数記憶手段（ＣＰＵ１５２；貸出玉数記憶処理）と、前記受付け手段にて受付け
た各識別金額と、前記算出手段にて算出された各識別金額に対応する前記貸出遊技媒体数
とを前記遊技用装置に配信する設定内容配信手段と、を備え、前記売上情報送信手段から
送信される売上情報から特定される識別金額に対して前記遊技媒体数記憶手段に記憶され
ている貸出遊技媒体数と、前記単価情報記憶手段に記憶されている遊技媒体の単価および
消費税率を特定可能な情報とに基づいて、消費税を含まない売上額（税なし売上）と、消
費税額とを別々に集計し、前記設定手段は、前記設定内容配信手段から配信されてくる各
識別金額と、各識別金額に対応する前記貸出遊技媒体数を設定する。
【０２２７】
　本発明の請求項８は、前記管理装置（システムコントローラ１００、ホールコンピュー
タ１５０）は、前記売上情報送信手段（制御ユニット３２８；貸出完了情報送信処理、制
御ユニット３８０；売上情報送信処理）から送信される売上情報（貸出完了情報、売上情
報）から特定される単位遊技用価値（単位度数）の大きさまたは識別金額に対して前記遊
技媒体数記憶手段（ＣＰＵ１１３，ＣＰＵ１５２；貸出玉数記憶処理）に記憶されている
貸出遊技媒体数（貸出玉数）および／または前記単価情報記憶手段（ＣＰＵ１１３，ＣＰ
Ｕ１５２；単価情報記憶処理）に記憶されている遊技媒体の単価（玉単価）および消費税
率を特定可能な情報とに基づいて、前記繰上げ玉数に前記税込み貸与単価を乗じた金額と
の差額による遊技場の負担額と、前記切捨て玉数に前記税込み貸与単価を乗じた金額との
差額による遊技者の負担額とを個別に集計する。
【０２２８】
　本発明の請求項９は、前記遊技用装置（カードユニット３、現金ユニット３５０）は、
前記貸与処理において貸与した貸出遊技媒体数を計数するための計数手段（制御ユニット
３２８、３８０；払出玉数計数処理）と、貸与処理中における不具合の発生を検出する検
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出手段（制御ユニット３２８，３８０；；不具合検出処理）と、該検出手段により不具合
の発生が検出されたときに前記計数手段により計数した貸与した貸出遊技媒体数と当該貸
与処理において貸与されるべき貸出遊技媒体数（貸出玉数）とから未貸与の遊技媒体数を
特定し、該特定した未貸与の遊技媒体数を特定可能な未貸与数情報（貸出不全情報）を前
記管理装置（システムコントローラ１００、ホールコンピュータ１５０）に送信する未貸
与数情報送信手段（制御ユニット３２８、３８０；貸出不全情報送信処理）と、他の遊技
用装置と交換されたことに基づいて交換された旨を含む交換情報を前記管理装置に送信す
る交換情報送信手段（制御ユニット３２８、３８０；交換情報送信処理）と、を備え、前
記管理装置は、前記交換情報の受信に基づいて、交換前の遊技用装置の前記未貸与数情報
送信手段から送信された未貸与数情報から特定される未貸与の遊技媒体数を特定可能な情
報（未払出玉数）を含み、該未貸与の遊技媒体の貸与を指示する貸与指示（払出指示）を
、該交換情報を送信してきた交換後の遊技用装置に対して送信し、交換後の遊技用装置の
前記貸与処理手段（制御ユニット３２８，３８０；貸与処理）は、該受信した貸与指示の
受信に応じて該貸与指示に含まれる情報から特定される数（未払出玉数）の未貸与の遊技
媒体を貸与するための未貸与分貸与処理（制御ユニット３２８；未貸与分貸与処理）を実
施する。
　本発明の請求項１０は、前記算出手段にて算出された各貸出遊技媒体数について、負担
額並びに負担者を各単位遊技用価値の大きさ毎または各識別金額毎に表示する表示手段を
備える。
【図面の簡単な説明】
【０２２９】
【図１】本発明の実施例１の遊技用システムの構成を示すシステム図である。
【図２】本発明の実施例１に用いたカードユニットとパチンコ機とを示す正面図である。
【図３】本発明の実施例１に用いたカードユニットの構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例１に用いたシステムコントローラの構成を示す図である。
【図５】本発明の実施例１に用いたシステムコントローラにおける貸出玉数設定画面を示
す図である。
【図６】（ａ）は、本発明の実施例１に用いた単位度数テーブルを示す図であり、（ｂ）
は、本発明の実施例１に用いたカードマスターテーブルを示す図であり、（ｃ）は、本発
明の実施例１に用いたカードユニット別データテーブルを示す図である。
【図７】本発明の実施例１に用いたカードユニットにおける単位度数設定の設定状況を示
す図である。
【図８】本発明の実施例１に用いたカードユニットの度数、未払出玉数表示部における残
存度数と未払出玉数の表示状況を示す図である。
【図９】本発明の実施例１の遊技用システムにおける処理状況を示す図である。
【図１０】本発明の実施例１の遊技用システムにおける処理状況を示す図である。
【図１１】本発明の実施例２に用いたシステムコントローラにおける貸出玉数設定画面を
示す図である。
【図１２】（ａ）は、本発明の実施例２に用いた単位度数テーブルを示す図である。
【図１３】本発明の実施例２の遊技用システムにおける処理状況を示す図である。
【図１４】本発明の実施例３の遊技用システムの構成を示すシステム図である。
【図１５】本発明の実施例３に用いた現金ユニットとパチンコ機とを示す正面図である。
【図１６】本発明の実施例３に用いた現金ユニットの構成を示すブロック図である。
【図１７】本発明の実施例３に用いたホールコンピュータの構成を示す図である。
【図１８】本発明の実施例３に用いたホールコンピュータにおける貸出玉数設定画面を示
す図である。
【図１９】（ａ）は、本発明の実施例３に用いた貸出玉数テーブルを示す図であり、（ｂ
）は、本発明の実施例３に用いたユニット別データテーブルを示す図である。
【図２０】本発明の実施例３に用いた現金ユニットの金額、未払出玉数表示部における識
別金額と未払出玉数の表示状況を示す図である。
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【図２１】本発明の実施例３の遊技用システムにおける処理状況を示す図である。
【図２２】本発明の実施例３の遊技用システムにおける処理状況を示す図である。
【図２３】本発明の実施例４に用いたホールコンピュータにおける貸出玉数設定画面を示
す図である。
【図２４】（ａ）は、本発明の実施例４に用いた貸出玉数テーブルを示す図である。
【図２５】本発明の実施例４の遊技用システムにおける処理状況を示す図である。
【図２６】その他の貸出玉数の設定形態を示す図である。
【符号の説明】
【０２３０】
３　　　　カードユニット
１００　　システムコントローラ
１１３　　ＣＰＵ
１５０　　ホールコンピュータ
１５２　　ＣＰＵ
３２７　　カードリーダライタ
３２８　　制御ユニット
３３４　　通信部
３５０　　現金ユニット
３７１　　紙幣識別ユニット
３７２　　硬貨識別ユニット
３７４　　通信部
３８０　　制御ユニット

【図１】 【図２】
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